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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リードインエリア、データエリア及びミドルエリアの記録エリアを内周側から外周側の
順に備える第１記録層と、リードアウトエリア、データエリア及びミドルエリアの記録エ
リアを内周側から外周側の順に備える第２記録層とを備え、
　前記第１記録層及び前記第２記録層における夫々の記録エリアに対して、当該記録エリ
アの少なくとも一部において、エンボスピットが形成されている又はレーザ光によるプリ
記録が行われているうち少なくともいずれか一方であるか否かを識別する当該記録エリア
毎の識別情報、並びに、エンボスが形成された又はプリ記録された前記リードインエリア
内の終了端を示すアドレス情報、エンボスが形成された又はプリ記録された前記第１記録
層上の前記ミドルエリア内の終了端を示すアドレス情報、エンボスが形成された又はプリ
記録された前記第２記録層上の前記ミドルエリア内の開始端を示すアドレス情報、及びエ
ンボスが形成された又はプリ記録された前記リードアウトエリア内の開始端を示すアドレ
ス情報を含む前記管理情報を記録可能な管理エリアを備えることを特徴とする情報記録媒
体。
【請求項２】
　前記管理情報は、前記管理エリアにおいて、（ｉ）エンボスピットの形成によって、又
は（ｉｉ）レーザ光のプリ記録によって、予め記録されていることを特徴とする請求項１
に記載の情報記録媒体。
【請求項３】
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　請求項１に記載の情報記録媒体に記録データを記録する情報記録装置であって、
　前記管理エリアから前記管理情報を取得する取得手段と、
　前記記録データを記録する記録手段と、
　取得された前記管理情報に基づいて、前記記録データを記録するように前記記録手段を
制御する制御手段と
　を備えることを特徴とする情報記録装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、ファイナライズ処理の際の緩衝用データを記録するように、前記記録
手段を制御することを特徴とする請求項３に記載の情報記録装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の情報記録媒体から記録データを再生する情報再生装置であって、
　前記管理エリアから前記管理情報を取得する取得手段と、
　前記記録データを再生する再生手段と、
　取得された前記管理情報に基づいて、前記記録データを再生するように前記再生手段を
制御する制御手段と
　を備えることを特徴とする情報再生装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の情報記録媒体に記録データを記録する記録手段を備える情報記録装置
における情報記録方法であって、
　前記管理エリアから前記管理情報を取得する取得工程と、
　取得された前記管理情報に基づいて、前記記録データを記録するように前記記録手段を
制御する制御工程と
　を備えることを特徴とする情報記録方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の情報記録媒体から記録データを再生する再生手段を備える情報再生装
置における情報再生方法であって、
　前記管理エリアから前記管理情報を取得する取得工程と、
　取得された前記管理情報に基づいて、前記記録データを再生するように前記再生手段を
制御する制御工程と
　を備えることを特徴とする情報再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＢＤ（Blu-ray Disc）、ＣＤ（
Compact Disc）等のレーザ光を照射することによって記録及び再生が可能な光ディスク等
の情報記録媒体、当該情報記録媒体の記録装置及び方法、再生装置及び方法、並びに、コ
ンピュータプログラムの技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ＣＤ－Ｒ（Compact Disc－Recordable）、ＤＶＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、及び、
ＤＶＤ＋Ｒ等の記録型の情報記録媒体では、特許文献１、２等に記載されているように、
同一基板上に複数の記録層が積層、または貼り合わされてなる多層型若しくはデュアルレ
イヤ型の光ディスク等の情報記録媒体も開発されている。そして、このようなデュアルレ
イヤ型、即ち、２層型の光ディスクに記録を行う、ＤＶＤレコーダ等の情報記録装置では
、レーザ光の照射側から見て最も手前側（即ち、光ピックアップに近い側）に位置する記
録層（本願では適宜「Ｌ０層」と称する）に対して記録用のレーザ光を集光することで、
Ｌ０層に対して情報を加熱などによる非可逆変化記録方式や相変化などによる書換え可能
方式で記録する。他方、Ｌ０層等を介して、レーザ光の照射側から見てＬ０層の奥側（即
ち、光ピックアップから遠い側）に位置する記録層（本願では適宜「Ｌ１層」と称する）
に対して該レーザ光を集光することで、Ｌ１層に対して情報を加熱などによる非可逆変化
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記録方式や相変化などによる書換え可能方式で記録することになる。
【０００３】
　例えばＤＶＤ－Ｒ　ＤＬ（Dual Layer）規格では、ファイナライズ処理にかかる時間を
短縮させるため、ディスク製造メーカーによって、例えばリードインエリアや、リードア
ウトエリア等の緩衝用エリアにおいて、レーザ光によるプリ記録が行われている。尚、例
えば緩衝用エリアのうちミドルエリアにおいては、例えばＤＶＤレコーダー等の情報記録
再生装置によってプリ記録が行われている。そこで、例えばＤＶＤ－ＲＷ　ＤＬ（Dual L
ayer）規格でも、例えばリードインエリアや、リードアウトエリア、ミドルエリア等の緩
衝用エリアにおいて、例えばレーザ光によるプリ記録を行うことを可能とする手法につい
て提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－３１１３４６号公報
【特許文献２】特開２００１－２３２３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、現行のＤＶＤ－ＲＷのコントロールデータゾーン（以下、適宜「ＣＤＺ
：Control Data Zone」と称す）においては、ディスク情報及びアドレス情報等を読み取
ることが可能なリーダブルエンボスピット（Readable emboss Pit、以下、適宜「エンボ
スピット」と称す）が形成される。このため、ディスク製造メーカーが、（ｉ）このＣＤ
Ｚにリーダブルエンボスピットを形成すると共に、（ｉｉ）ファイナライズ処理の際の時
間短縮のために、例えばリードインエリア、リードアウトエリア、又はミドルエリア等の
緩衝用エリアにおいて、プリ記録（プリライト）を行うと、ディスク製造の際の製造工程
が増加するために、製造コストが上昇してしまうという技術的な問題点を有している。
【０００６】
　本発明は、例えば上述した従来の問題点に鑑みなされたものであり、例えば複数の記録
層を有する情報記録媒体に対して、例えばファイナライズ処理の際の記録時間を短縮させ
ることが可能であると共に、より適切且つ迅速に情報の記録又は再生を行うことが可能で
ある情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、並びに、コンピュー
タをこのような情報記録装置、及び情報再生装置として機能させるコンピュータプログラ
ムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（情報記録媒体）
　以下、本発明の情報記録媒体について説明する。
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の情報記録媒体は、管理情報又は緩衝用データを含
む記録データを記録可能な、一又は複数の所定の記録エリア（CDZ、リードイン、ミドル
、リードアウト）を有する記録層を備え、前記所定の記録エリアにおいてエンボスピット
が形成されているか否かを識別する第１識別情報（EIコード）を含む前記管理情報（エン
ボス情報）を記録可能な管理エリア（CDZ、RMA）を備える。
【０００９】
　本発明の情報記録媒体によれば、記録層は、（ｉ）例えばコントロールデータゾーン等
の、管理情報を記録可能な所定の記録エリア（例えば、管理エリア）、或いは、（ｉｉ）
例えばリードインエリア、ミドルエリア、及びリードアウトエリア等の、ファイナライズ
処理の際の緩衝用データを記録可能な所定の記録エリア（例えば、緩衝用エリア）を有す
る。そして、この所定の記録エリアにおいて、リーダブルエンボスピットを形成すること
が可能である。加えて、この記録層に備えられた管理エリアにおいては、所定の記録エリ
アにおいてエンボスピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報（EIコード：
Embossed Information Code）を含む管理情報を、例えばディスク製造メーカーによって
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、例えばエンボスピットの形成や、レーザ光のプリ記録によって予め記録可能である。
【００１０】
　この結果、後述される情報記録再生装置は、第１識別情報に基づいて、リーダブルエン
ボスピットが形成されたエリアの位置等を把握（特定）できるので、このエリアにおいて
は、ランドプリピットの代わりに、リーダブルエンボスピットから記録クロックを生成す
るように、記録クロックの生成処理を切り替えることが可能となる。概ね同様にして、リ
ーダブルエンボスピットが形成されていないエリアにおいては、リーダブルエンボスピッ
トの代わりに、通常の通り、ランドプリピットから記録クロックを生成するように、記録
クロックの生成処理を切り替えることが可能となる。
【００１１】
　更にこの結果、例えば情報記録再生装置は、リーダブルエンボスピットが形成されてい
るエリアを検索するためのＲＦサーチや、ＬＰＰサーチを行う必要が殆ど又は完全にない
ので、それらのサーチに要する時間を、記録再生処理から省略することが可能となる。仮
に、例えばＤＶＤ－Ｒ　ＤＬ等の情報記録媒体においては、エンボスピットが形成されて
いるか否かを識別する第１識別情報を含む管理情報は存在しない。よって、従来技術にお
いては、記録クロックの生成処理を切り替える位置を把握（特定）するためには、情報記
録再生装置自身が、当該情報記録媒体において、例えばＲＦ信号を取得できるエリアを検
索するＲＦサーチ、及び、例えばＬＰＰ信号を取得できるエリアを検索するＬＰＰサーチ
を行う必要が生じてしまい、それらのサーチにための時間が余分に発生してしまう。これ
に対して、本発明では、本発明の所定の記録エリアにおいてエンボスピットが形成されて
いるか否かを識別する第１識別情報を含む管理情報が、例えば情報記録再生装置によって
取得可能であるので、ＲＦサーチや、ＬＰＰサーチを行う必要が殆ど又は完全にないので
、それらのサーチに要する時間を、記録再生処理から省略することが可能となる。
【００１２】
　更にこの結果、例えば情報記録再生装置は、本発明の第１識別情報に基づいて、ファイ
ナライズ処理の際に、リーダブルエンボスピットが形成されたエリアを識別しつつ、緩衝
用データを記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。以上の結
果、当該情報記録媒体のファイナライズ処理に掛かる時間の大幅な短縮や、より効率的な
短縮を実現させることが可能となり、ユーザは、ファイナライズ処理において、より大き
な快適性を体感することが可能となる。
【００１３】
　本発明の情報記録媒体の一の態様では、前記管理情報（エンボス情報）は、前記所定の
記録エリア（リードイン等）においてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを識
別する第２識別情報（PRIコード）を含む。
【００１４】
　この態様によれば、例えば情報記録再生装置は、第２識別情報に加えて、第１識別情報
に基づいて、ファイナライズ処理の際に、リーダブルエンボスピットが形成されたエリア
、及び、レーザ光によるプリ記録が行われたエリアを識別しつつ、緩衝用データを記録す
る領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。具体的には、第１識別情報
に基づいて、ディスク製造メーカーによってエンボスピットが形成され緩衝用データの記
録する必要のない領域を把握（特定）することが可能である。加えて、第２識別情報に基
づいて、情報記録再生装置によって例えばレーザ光によるプリ記録処理によって緩衝用デ
ータが既に記録され、ファイナライズ処理の際に緩衝用データの記録する必要のない領域
を把握（特定）することが可能である。以上の結果、当該情報記録媒体のファイナライズ
処理に掛かる時間の大幅な短縮や、より効率的な短縮を実現させることが可能となり、ユ
ーザは、ファイナライズ処理において、より大きな快適性を体感することが可能となる。
【００１５】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記管理情報（エンボス情報）は、前記所定の
記録エリア（リードイン等）において（ｉ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉ
ｉ）レーザ光によるプリ記録が行われているうち、少なくともいずれか一方であるか否か
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を識別する第３識別情報（PRIコード）を含む。
【００１６】
　この態様によれば、例えば情報記録再生装置は、第３識別情報に基づいて、ファイナラ
イズ処理の際に、リーダブルエンボスピットが形成されたエリア、及び、レーザ光による
プリ記録が行われたエリアを識別しつつ、緩衝用データを記録する領域を迅速且つ的確に
把握（特定）することが可能となる。具体的には、第３識別情報に基づいて、ディスク製
造メーカーによってエンボスピットが形成され緩衝用データの記録する必要のない領域を
把握（特定）することが可能である。加えて、第３識別情報に基づいて、情報記録再生装
置によって例えばレーザ光によるプリ記録処理によって緩衝用データが既に記録され、フ
ァイナライズ処理の際に緩衝用データの記録する必要のない領域を把握（特定）すること
が可能である。以上の結果、当該情報記録媒体のファイナライズ処理に掛かる時間の大幅
な短縮や、より効率的な短縮を実現させることが可能となり、ユーザは、ファイナライズ
処理において、より大きな快適性を体感することが可能となる。
【００１７】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記管理情報（エンボス情報）は、前記所定の
記録エリア（リードイン等）において、（ｉ）エンボスピットが形成されている位置、又
は（ｉｉ）レーザ光によるプリ記録が行われている位置を特定可能な位置情報を含む。
【００１８】
　この態様によれば、例えば情報記録再生装置は、第１識別情報に加えて位置情報に基づ
いて、例えばファイナライズ処理の際に、緩衝用データを記録する領域を高精度且つ的確
に把握（特定）することが可能となる。
【００１９】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記第１識別情報（EIコード）は、（ｉ）前記
所定の記録エリアの少なくとも一部において、エンボスピットが形成されているか否かを
識別可能である、又は（ｉｉ）前記所定の記録エリアの一部において、エンボスピットが
形成されているか、若しくは前記所定の記録エリアの全部において、エンボスピットが形
成されているか否かを識別可能である。
【００２０】
　この態様によれば、例えば情報記録再生装置は、第１識別情報に加えて位置情報に基づ
いて、例えばファイナライズ処理の際に、緩衝用データを記録する領域を、所定の記録エ
リアの一部又は全部である、より明確且つ細分化された記録領域に基づいて、高精度且つ
的確に把握（特定）することが可能となる。
【００２１】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、少なくとも前記第１識別情報（EIコード）は、
所定のビットパターンで、複数の前記所定の記録エリアにおいて、エンボスピットが形成
されているか否かを識別可能である。
【００２２】
　この態様によれば、例えば後述される情報記録再生装置は、所定のビットパターンに基
づいて、より迅速且つ高精度に、複数の所定の記録エリアにおいて、エンボスピットが形
成されているか否かを識別することが可能である。
【００２３】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記管理情報（エンボス情報）は、前記管理エ
リアにおいて、（ｉ）エンボスピットの形成によって、又は（ｉｉ）レーザ光のプリ記録
によって、予め記録されている。
【００２４】
　この態様によれば、例えばディスク製造メーカーによる管理情報の記録を簡便にするこ
とが可能である。
【００２５】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記所定の記録エリアは、コントロールデータ
ゾーン、リードインエリア、ミドルエリア、及び、リードアウトエリアのうち少なくとも
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一のエリアである。
【００２６】
　この態様によれば、例えば、情報記録再生装置による、ファイナライズ処理をより簡便
にすることが可能である。
【００２７】
　本発明の情報記録媒体の他の態様では、前記管理情報（エンボス情報）は、前記所定の
記録エリアに隣接する、前記記録情報を読み取ることができないアンリーダブルエンボス
ピットが形成されている読取不能エリアの記録容量（16ECCブロック）に関する情報を含
む。
【００２８】
　この態様によれば、例えば情報記録再生装置は、リーダブルエンボスピットが形成され
たエリアの位置と、このエリアに隣接するアンリーダブルエンボスピットが形成されたエ
リアの位置とを把握（特定）できる。従って、仮にアンリーダブルエンボスピットが形成
されたエリアにおいて、例えば再生エラーが発生しアドレス情報を取得できなかった場合
でも、情報記録再生装置は、このエリアにおいて発生する再生エラーを予見して無視する
等のフェイルセーフ処理を含む記録再生動作を実現することが可能となる。
【００２９】
　（情報記録装置）
　以下、本発明の情報記録装置について説明する。
【００３０】
　上記課題を解決するために、本発明の情報記録装置は、上述した本発明の情報記録媒体
（但し、その各種態様を含む）に前記記録データを記録する情報記録装置であって、前記
管理エリアから前記管理情報を取得する取得手段と、前記記録データを記録する記録手段
と、取得された前記管理情報に基づいて、前記記録データを記録するように前記記録手段
を制御する制御手段とを備える。
【００３１】
　本発明の情報記録装置によれば、先ず、取得手段によって、例えば第１識別情報や第２
識別情報を含む管理情報が取得される。次に、制御手段の制御下で、記録手段は、例えば
ファイナライズ処理の際の緩衝用データを含む記録データを記録する。
【００３２】
　この結果、情報記録装置は、第１識別情報に基づいて、リーダブルエンボスピットが形
成されたエリアの位置等を把握（特定）できるので、このエリアにおいては、ランドプリ
ピットの代わりに、リーダブルエンボスピットから記録クロックを生成するように、記録
クロックの生成処理を切り替えることが可能となる。概ね同様にして、リーダブルエンボ
スピットが形成されていないエリアにおいては、リーダブルエンボスピットの代わりに、
通常の通り、ランドプリピットから記録クロックを生成するように、記録クロックの生成
処理を切り替えることが可能となる。
【００３３】
　更にこの結果、情報記録装置は、リーダブルエンボスピットが形成されているエリアを
検索するためのＲＦサーチや、ＬＰＰサーチを行う必要が殆ど又は完全にないので、それ
らのサーチに要する時間を、記録処理から省略することが可能となる。
【００３４】
　更にこの結果、情報記録装置は、例えば第１識別情報や第２識別情報に基づいて、ファ
イナライズ処理の際に、リーダブルエンボスピットが形成されたエリアを識別しつつ、緩
衝用データを記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。以上の
結果、当該情報記録媒体のファイナライズ処理に掛かる時間の大幅な短縮や、より効率的
な短縮を実現させることが可能となり、ユーザは、ファイナライズ処理において、より大
きな快適性を体感することが可能となる。
【００３５】
　尚、上述した本発明の情報記録媒体が有する各種態様に対応して、本発明の情報記録装
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置も各種態様を採ることが可能である。
【００３６】
　本発明の情報記録装置の一の態様では、前記記録データの記録に基づいて、前記管理情
報を更新する更新手段を更に備える。
【００３７】
　この態様によれば、情報記録装置は、記録データが記録された記録領域の最新の状態を
反映しつつ、更新された管理情報に基づいて、例えばファイナライズ処理の際に、緩衝用
データを記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。
【００３８】
　本発明の情報記録装置の他の態様では、前記制御手段は、ファイナライズ処理の際の緩
衝用データを記録するように、前記記録手段を制御する。
【００３９】
　この態様によれば、情報記録装置は、管理情報に基づいて、ファイナライズ処理の際に
、緩衝用データを記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。
【００４０】
　本発明の情報記録装置の他の態様では、前記制御手段は、プリ記録処理の際の緩衝用デ
ータを記録するように、前記記録手段を制御する。
【００４１】
　この態様によれば、情報記録装置は、管理情報に基づいて、プリ記録処理の際に、緩衝
用データを記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。
【００４２】
　（情報再生装置）
　以下、本発明の情報再生装置について説明する。
【００４３】
　上記課題を解決するために、本発明の情報再生装置は、上述した本発明の情報記録媒体
（但し、その各種態様を含む）から前記記録データを再生する情報再生装置であって、前
記管理エリアから前記管理情報を取得する取得手段と、前記記録データを再生する再生手
段と、取得された前記管理情報に基づいて、前記記録データを再生するように前記再生手
段を制御する制御手段とを備える。
【００４４】
　本発明の情報再生装置によれば、先ず、取得手段によって、例えば第１識別情報や第２
識別情報を含む管理情報が取得される。次に、制御手段の制御下で、再生手段は、例えば
管理情報を含む記録データを再生する。
【００４５】
　この結果、情報再生装置は、第１識別情報に基づいて、リーダブルエンボスピットが形
成されたエリアの位置等を把握（特定）できるので、このエリアにおいては、ランドプリ
ピットの代わりに、リーダブルエンボスピットから再生クロックを生成するように、再生
クロックの生成処理を切り替えることが可能となる。概ね同様にして、リーダブルエンボ
スピットが形成されていないエリアにおいては、リーダブルエンボスピットの代わりに、
通常の通り、ランドプリピットから再生クロックを生成するように、再生クロックの生成
処理を切り替えることが可能となる。
【００４６】
　更にこの結果、情報再生装置は、リーダブルエンボスピットが形成されているエリアを
検索するためのＲＦサーチや、ＬＰＰサーチを行う必要が殆ど又は完全にないので、それ
らのサーチに要する時間を、再生処理から省略することが可能となる。
【００４７】
　尚、上述した本発明の情報記録媒体が有する各種態様に対応して、本発明の情報再生装
置も各種態様を採ることが可能である。
【００４８】
　（情報記録方法）
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　以下、本発明の情報記録方法について説明する。
【００４９】
　上記課題を解決するために、本発明の情報記録方法は、上述した本発明の情報記録媒体
（但し、その各種態様を含む）に前記記録データを記録する記録手段を備える情報記録装
置における情報記録方法であって、前記管理エリアから前記管理情報を取得する取得工程
と、取得された前記管理情報に基づいて、前記記録データを記録するように前記記録手段
を制御する制御工程とを備える。
【００５０】
　本発明の情報記録方法によれば、上述した本発明の情報記録装置が有する各種利益を享
受することが可能となる。
【００５１】
　尚、上述した本発明の情報記録装置が有する各種態様に対応して、本発明の情報記録方
法も各種態様を採ることが可能である。
【００５２】
　（情報再生方法）
　以下、本発明の情報再生方法について説明する。
【００５３】
　上記課題を解決するために、本発明の情報再生方法は、上述した本発明の情報記録媒体
（但し、その各種態様を含む）から前記記録データを再生する再生手段を備える情報再生
装置における情報再生方法であって、前記管理エリアから前記管理情報を取得する取得工
程と、取得された前記管理情報に基づいて、前記記録データを再生するように前記再生手
段を制御する制御工程とを備える。
【００５４】
　本発明の情報再生方法によれば、上述した本発明の情報再生装置が有する各種利益を享
受することが可能となる。
【００５５】
　尚、上述した本発明の情報再生装置が有する各種態様に対応して、本発明の情報再生方
法も各種態様を採ることが可能である。
【００５６】
　（コンピュータプログラム）
　以下、本発明のコンピュータプログラムについて説明する。
【００５７】
　上記課題を解決するために、本発明の記録制御用のコンピュータプログラムは、上述し
た本発明の情報記録装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータを制御
する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記取得手段、
前記記録手段、及び、前記制御手段のうち少なくとも一部として機能させる。
【００５８】
　上記課題を解決するために、本発明の再生制御用のコンピュータプログラムは、上述し
た本発明の情報再生装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータを制御
する再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記取得手段、
前記再生手段、及び、前記制御手段のうち少なくとも一部として機能させる。
【００５９】
　本発明に係るコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納す
るＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒体から、当該コン
ピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュー
タプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば
、上述した本発明の情報記録装置、及び情報再生装置を比較的簡単に実現できる。
【００６０】
　尚、上述した本発明の情報記録装置、及び情報再生装置における各種態様に対応して、
本発明の各コンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。
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【００６１】
　上記課題を解決するために、コンピュータ読取可能な媒体内の第１コンピュータプログ
ラム製品は、上述した本発明の情報記録装置（但し、その各種態様を含む）に備えられた
コンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前
記取得手段、前記記録手段、及び、前記制御手段のうち少なくとも一部として機能させる
。
【００６２】
　上記課題を解決するために、コンピュータ読取可能な媒体内の第２コンピュータプログ
ラム製品は、上述した本発明の情報再生装置（但し、その各種態様を含む）に備えられた
コンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前
記取得手段、前記再生手段、及び、前記制御手段のうち少なくとも一部として機能させる
。
【００６３】
　本発明の第１又は第２コンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログ
ラム製品を格納するＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハードディスク等の記録媒
体から、当該コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば
伝送波である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウ
ンロードすれば、上述した本発明の情報記録装置又は情報再生装置を比較的容易に実施可
能となる。更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、上述した本発明の情報
記録装置又は情報再生装置として機能させるコンピュータ読取可能なコード（或いはコン
ピュータ読取可能な命令）から構成されてよい。
【００６４】
　本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施例から明らかにされる。
【００６５】
　以上説明したように、本発明の情報記録媒体によれば、一又は複数の所定の記録エリア
を有する記録層を備え、この所定の記録エリアにおいてエンボスピットが形成されている
か否かを識別する第１識別情報やプリ記録されているか否かを識別する第２識別情報を含
む管理情報を記録可能な管理エリア（CDZ、RMA）を備える。この結果、例えば情報記録再
生装置は、本発明の第１識別情報や第２識別情報に基づいて、ファイナライズ処理の際に
、リーダブルエンボスピットが形成されたエリアを識別しつつ、緩衝用データを記録する
領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。以上の結果、当該情報記録媒
体のファイナライズ処理に掛かる時間の大幅な短縮や、より効率的な短縮を実現させるこ
とが可能となり、ユーザは、ファイナライズ処理において、より大きな快適性を体感する
ことが可能となる。
【００６６】
　また、本発明の情報記録装置及び方法によれば、取得手段及び工程、記録手段及び工程
、並びに、制御手段及び工程を備える。この結果、情報記録装置は、第１識別情報に基づ
いて、リーダブルエンボスピットが形成されたエリアの位置等を把握（特定）できるので
、このエリアにおいては、ランドプリピットの代わりに、リーダブルエンボスピットから
記録クロックを生成するように、記録クロックの生成処理を切り替えることが可能となる
。概ね同様にして、リーダブルエンボスピットが形成されていないエリアにおいては、リ
ーダブルエンボスピットの代わりに、通常の通り、ランドプリピットから記録クロックを
生成するように、記録クロックの生成処理を切り替えることが可能となる。
【００６７】
　また、本発明の情報再生装置及び方法によれば、取得手段及び工程、再生手段及び工程
、並びに、制御手段及び工程を備える。この結果、情報再生装置は、第１識別情報に基づ
いて、リーダブルエンボスピットが形成されたエリアの位置等を把握（特定）できるので
、このエリアにおいては、ランドプリピットの代わりに、リーダブルエンボスピットから
再生クロックを生成するように、再生クロックの生成処理を切り替えることが可能となる
。概ね同様にして、リーダブルエンボスピットが形成されていないエリアにおいては、リ
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ーダブルエンボスピットの代わりに、通常の通り、ランドプリピットから再生クロックを
生成するように、再生クロックの生成処理を切り替えることが可能となる。
【００６８】
　更に、また、本発明のコンピュータプログラムによれば、コンピュータを上述した本発
明の情報記録装置、及び情報再生装置として機能させるので、上述した、例えばＤＶＤ－
ＲＷ　ＤＬ（Dual Layer）の光ディスク等の書き換え型の光ディスクに対して、情報記録
装置、及び情報再生装置は、第１識別情報に基づいて、リーダブルエンボスピットが形成
されたエリアの位置等を把握（特定）できるので、このエリアにおいては、ランドプリピ
ットの代わりに、リーダブルエンボスピットから記録又は再生クロックを生成するように
、記録又は再生クロックの生成処理を切り替えることが可能となる。概ね同様にして、リ
ーダブルエンボスピットが形成されていないエリアにおいては、リーダブルエンボスピッ
トの代わりに、通常の通り、ランドプリピットから記録又は再生クロックを生成するよう
に、記録又は再生クロックの生成処理を切り替えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の情報記録媒体の実施例に係る複数の記録領域を有する光ディスクの基本
構造を示した概略平面図（図１（ａ））、及び、該光ディスクの概略断面図に対応付けら
れた、その半径方向における記録領域構造の図式的概念図（図１（ｂ））である。
【図２】本発明の情報記録媒体の実施例に係る２層型光ディスクのデータ構造及び該光デ
ィスクの記録領域におけるＥＣＣブロックを構成する物理的セクタ番号等のアドレス、並
びに、該光ディスクのオポジット方式による記録又は再生方法を示した概念的グラフであ
る。
【図３】本発明の情報記録媒体の内周側及び外周側においてリーダブルエンボスピットが
形成可能なエリアを図式的に示した模式図である。
【図４】本発明の管理情報の一具体例を示したテーブル（図４（ａ））、本発明の管理情
報に係るエンボス情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図４（ｂ））、及び、本
発明の第１識別情報に係るＥＩコード（Embossed Information Code）の具体例を示した
テーブル（図４（ｃ））である。
【図５】本発明の管理情報の他の具体例を示したテーブル（図５（ａ））、本発明の管理
情報に係るＰＲ情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図５（ｂ））、及び、本発
明の第２識別情報に係るＰＲＩコード（Pre-recorded Information Code）の具体例を示
したテーブル（図５（ｃ））である。
【図６】本発明の管理情報の他の具体例を示したテーブル（図６（ａ））、及び、本発明
の管理情報に係るＰＲ情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図６（ｂ））である
。
【図７】本発明の管理情報の他の具体例を示したテーブル（図７（ａ））、及び、本発明
の管理情報に係るエンボス情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図７（ｂ））で
ある。
【図８】本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置、及び、ホストコンピュ
ータの基本構成を示したブロック図である。
【図９】本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置によるＥＩコード（Embo
ssed Information Code）５１ａの取得処理を示したフローチャートである。
【図１０】本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置によるプリ記録処理を
示したフローチャートである。
【図１１】本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置によるＰＲＩコード５
１ｂの更新処理を示したフローチャートである。
【図１２】本発明の情報記録媒体の内周側及び外周側においてリーダブルエンボスピット
が形成されたエリアを図式的に示した模式図である。
【図１３】本発明の情報記録媒体の内周側及び外周側においてリーダブルエンボスピット
が形成されたエリアと、アンリーダブルエンボスピットが形成されたエリアとを図式的に
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示した模式図である。
【図１４】本発明の情報記録媒体の第２実施例に係る単層型光ディスクのデータ構造及び
該光ディスクの記録領域におけるＥＣＣブロックを構成する物理的セクタ番号等のアドレ
ス、並びに、該光ディスクにおける記録又は再生方法を示した概念的グラフである。
【図１５】本発明の管理情報の他の具体例を示したテーブル（図１５（ａ））、本発明の
管理情報に係るＰＲ情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図１５（ｂ））、及び
、本発明の第３識別情報に係るＰＲＩコード（Pre-recorded Information Code）の具体
例を示したテーブル（図１５（ｃ））である。
【符号の説明】
【００７０】
１…センターホール、１０…トラック、１１…ＥＣＣブロック、５０…管理情報、５０ａ
…エンボス情報、５０ｂ（５０ｅ）…ＰＲ情報、５１ａ…ＥＩコード、５１ｂ（５１ｅ）
…ＰＲＩコード、１００…光ディスク、１０１…リードインエリア、１０２…データエリ
ア、１０３…リードアウトエリア、１０４…ミドルエリア、１０４ｓ…シフトミドルエリ
ア、３００…情報記録再生装置、３０１…光ピックアップ、３０２…信号記録再生手段、
３０３…アドレス検出部、３０５…ＣＰＵ（ドライブ制御手段）、３０６…スピンドルモ
ータ、３０７（４０２）…メモリ、３０８（４０６）…データ入出力制御手段、３０９（
４０７）…バス、４００…ホストコンピュータ、４０１…ＣＰＵ（ホスト用）、４０３…
操作制御手段、４０４…操作ボタン、４０５…表示パネル、ＣＤＺ…コントロールデータ
ゾーン、ＲＭＡ…レコーディングマネージメントエリア、ＬＢ…レーザ光
【発明を実施するための最良の形態】
【００７１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について実施例毎に順に図面に基づいて説明
する。
【００７２】
　（１）情報記録媒体の実施例
　次に、図１から図７を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例について詳細に説明す
る。
【００７３】
　（１－１）基本構成
　先ず図１を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの基本構造につ
いて説明する。ここに、図１は、本発明の情報記録媒体の実施例に係る複数の記録領域を
有する光ディスクの基本構造を示した概略平面図（図１（ａ））、及び、該光ディスクの
概略断面図に対応付けられた、その半径方向における記録領域構造の図式的概念図（図１
（ｂ））である。尚、本実施例に係る光ディスクにおいては、Ｌ０層のトラックパスと、
Ｌ１層のトラックパスとが反対の記録方向であるオポジット方式が記録方式の一具体例と
して採用されている。
【００７４】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）に示されるように、光ディスク１００は、例えば、ＤＶＤと
同じく直径１２ｃｍ程度のディスク本体上の記録面に、センターホール１を中心として本
実施例に係るリードインエリア１０１又はリードアウトエリア１０３、データエリア１０
２、並びに、ミドルエリア１０４が設けられている。そして、光ディスク１００の例えば
、透明基板１０６に、Ｌ０層及びＬ１層等の記録層が積層されている。そして、この記録
層の各記録領域には、例えば、センターホール１を中心にスパイラル状或いは同心円状に
、例えば、グルーブトラック及びランドトラック等のトラック１０が交互に設けられてい
る。また、このトラック１０上には、データがＥＣＣ（Error Correction Code）ブロッ
ク１１という単位で分割されて記録される。ＥＣＣブロック１１は、記録情報がエラー訂
正可能なデータ管理単位である。
【００７５】
　尚、本発明は、このような三つのエリアを有する光ディスクには特に限定されない。例
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えば、リードインエリア１０１又はリードアウトエリア１０３、並びにミドルエリア１０
４が存在せずとも、以下に説明するデータ構造等の構築は可能である。また、後述するよ
うに、リードインエリア１０１又はリードアウト１０３、並びにミドルエリア１０４は更
に細分化された構成であってもよい。
【００７６】
　本実施例に係る光ディスク１００は、図１（ｂ）に示されるように、例えば、透明基板
１０６に、後述される本発明に係る第１及び第２記録層の一例を構成するＬ０層及びＬ１
層が積層された構造をしている。このような二層型の光ディスク１００の記録再生時には
、図１（ｂ）中、下側から上側に向かって照射されるレーザ光ＬＢの集光位置をいずれの
記録層に合わせるかに応じて、Ｌ０層における記録再生が行なわれるか又はＬ１層におけ
る記録再生が行われる。また、本実施例に係る光ディスク１００は、２層片面、即ち、デ
ュアルレイヤに限定されるものではなく、２層両面、即ちデュアルレイヤーダブルサイド
であってもよい。更に、上述の如く２層の記録層を有する光ディスクに限られることなく
、３層以上の多層型の光ディスクであってもよい。尚、２層型光ディスクにおけるオポジ
ット方式による記録又は再生手順、並びに、各層におけるデータ構造については、後述さ
れる。
【００７７】
　（１－２）詳細構成
　次に、図２及び図３を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例に係る２層型光ディス
クの詳細構成について説明する。より具体的には、図２及び図３を参照して、２層型光デ
ィスクのデータ構造、該光ディスクの記録領域におけるＥＣＣブロックを構成する物理的
セクタ番号等のアドレス、並びに、該光ディスクのオポジット方式による記録又は再生手
順について説明する。ここに、図２は、本発明の情報記録媒体の実施例に係る２層型光デ
ィスクのデータ構造及び該光ディスクの記録領域におけるＥＣＣブロックを構成する物理
的セクタ番号等のアドレス、並びに、該光ディスクのオポジット方式による記録又は再生
方法を示した概念的グラフである。図３は、本発明の情報記録媒体の内周側及び外周側に
おいてリーダブルエンボスピットが形成可能なエリアを図式的に示した模式図である。尚
、図２中の縦軸は、例えば１６進数で表現されたセクタ番号等のアドレスを示し、横軸は
、光ディスクの半径方向の相対的な位置を示す。
【００７８】
　図２に示されるように、本発明の情報記録媒体の実施例に係る２層型光ディスク１００
は、図示しない透明基板に積層された２層の記録層、即ち、Ｌ０層とＬ１層とを備えて構
成されている。具体的には、Ｌ０層には、内周側から外周側にかけて、レコーディングマ
ネージメントエリア（Recording Management Area）ＲＭＡ０、リードインエリア１０１
－０、データエリア１０２－０、及びミドルエリア１０４－０が設けられている。尚、例
えばリードインエリア、ミドルエリア、及びリードアウトエリア等のファイナライズ処理
の際の緩衝用データを記録可能な緩衝用エリアによって、本発明に係る「所定の記録エリ
ア」の一の例が構成されている。
【００７９】
　ＲＭＡ０（及び、後述されるＲＭＡ１）においては、本発明に係る「管理情報」の一例
を構成するＲＭＤ（Recording Management Data）が記録可能である。詳細には、ＲＭＡ
０（ＲＭＡ１）においては、ＲＭＤが、約８１８回程度追記することが可能である。この
ＲＭＡ０（ＲＭＡ１）によって、本願発明に係る「管理エリア」の一例、又は、「所定の
記録エリア」の他の例が構成されている。
【００８０】
　リードインエリア１０１－０には、コントロールデータゾーンＣＤＺが設けられている
。このコントロールデータゾーンＣＤＺには、例えば記録層の数や記録トラックの方向や
トラックピッチ等の各種情報が、例えばエンボスピットにより予め形成される、あるいは
レーザ光等によってプリ記録される。データエリア１０２－０には、記録情報が記録可能
である。ミドルエリア１０４－０は、Ｌ０層及びＬ１層に対する記録又は再生位置が未記
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録領域や基板外へ外れることを防止する基本機能を有するが、層間ジャンプの際に記録又
は再生位置が未記録領域や基板外に外れることを防止する、言わば「ジャンプ緩衝用エリ
ア」としての機能も有する。
【００８１】
　他方、Ｌ１層には、外周側から内周側にかけて、ミドルエリア１０４－１、データエリ
ア１０２－１、リードアウトエリア１０３－１、及び、ＲＭＡ１が設けられている。より
詳細には、ＲＭＡ０（ＲＭＡ１）と、図示しないレーザ光のパワーキャリブレーションを
行う較正用エリアとを合わせて「Ｒ-Information Area」と称しても良い。また、上述し
たリードインエリア１０１－０、データエリア１０２－０（１０２－１）、ミドルエリア
１０４－０（１０４－１）、及びリードアウトエリア１０３－１を合わせて「Informatio
n Area」と称しても良い。
【００８２】
　以上のように２層型光ディスク１００は構成されているので、該光ディスク１００の記
録又は再生の際には、後述される本発明の情報記録装置の一具体例に係る情報記録再生装
置の光ピックアップ等によって、レーザ光ＬＢは、図示しない基板の側から、即ち、図２
中の下側から上側に向けて照射され、その焦点距離等が制御されると共に、光ディスク１
００の半径方向における移動距離及び方向が制御される。これにより、夫々の記録層にデ
ータが記録され、又は、記録されたデータが再生される。
【００８３】
　本発明の情報記録媒体の実施例に係る２層型光ディスクの記録又は再生手順として、オ
ポジット方式が採用されている。ここに、オポジット方式とは、より詳細には、２層型光
ディスクの記録又は再生手順として、後述される情報記録再生装置の光ピックアップが、
Ｌ０層において、内周側から外周側へ向かって、即ち、図２中の矢印の右方向へ移動する
のとは逆に、Ｌ１層においては、光ピックアップが外周側から内周側へ向かって、即ち、
図２中の矢印の左方向へ移動することによって、２層型光ディスクにおける記録又は再生
が行われる方式である。このオポジット方式では、Ｌ０層における記録又は再生が終了さ
れると、Ｌ１層における記録又は再生が開始される時に、光ディスクの最外周にある光ピ
ックアップが再度、最内周へ向かって移動する必要はなく、Ｌ０層からＬ１層への焦点距
離だけを切り替えればよいため、Ｌ０層からＬ１層への切り替え時間がパラレル方式と比
較して短いという利点があるため大容量のコンテンツ情報の記録には採用されている。
【００８４】
　具体的には、図２のグラフ部分において示されるように、先ず、Ｌ０層において、光ピ
ックアップがリードインエリア１０１－０、データエリア１０２－０及びミドルエリア１
０４－０を内周側から外周側へ移動するにつれて光ディスク１００の記録領域におけるセ
クタ番号等のアドレスは増加していく。より具体的には、光ピックアップが、内周端「Ａ
１」点、リードインエリア１０１－０の終了位置「Ａ２」点、データエリア１０２－０の
開始位置「Ｂ１」点、データエリア１０２－０の終了位置「Ｂ２」点に順次アクセスして
、緩衝の役目を果たすミドルエリア１０４－０（開始位置は「Ｃ１」点であり、終了位置
は「Ｃ２」点である）と移動されることによって、Ｌ０層における記録又は再生が行われ
る。他方、Ｌ１層において、具体的には、光ピックアップがミドルエリア１０４－１、デ
ータエリア１０２－１及びリードアウトエリア１０３－１を外周側から内周側へ移動する
につれて光ディスク１００の記録領域におけるセクタ番号は増加していく。より具体的に
は、光ピックアップが、緩衝の役目を果たすミドルエリア１０４－１（開始位置は「Ｄ１
」点であり、終了位置は「Ｄ２」点である）、データエリア１０２－１の開始位置「Ｅ１
」点、データエリア１０２－１の終了位置「Ｅ２」点に順次アクセスして、リードアウト
エリア１０３－１（開始位置は「Ｆ１」点であり、終了位置は「Ｆ２」点である）へと移
動されることによって、Ｌ１層における記録又は再生が行われる。
【００８５】
　以上説明したＬ０層とＬ１層とにおけるセクタ番号等のアドレスは全て、例えば１６進
数における１５の補数の関係等の所定の相関関係にあるようにしてもよい。より具体的に
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は、例えば、Ｌ０層における折り返し点（例えばセクタ番号「１ＡＦＦＦＦｈ」）とＬ１
層における折り返し点（例えばセクタ番号「Ｅ５００００ｈ」）は１５の補数の関係にあ
るようにしてもよい。尚、本実施例において、「３００００ｈ」等の末尾の「ｈ」とは１
６進数で表現されていることを示す。形式的には、「１ＡＦＦＦＦｈ」の補数は、１６進
数のセクタ番号「１ＡＦＦＦＦｈ」を２進数「０００１１０１０１１１１１１１１１１１
１１１１１」に変換してからビット反転（インバート：invert）「１１１００１０１００
００００００００００００００」させ、１６進数「Ｅ５００００ｈ」に再変換させること
によって求められる。
【００８６】
　以上説明した物理的セクタ番号に対して、論理ブロックアドレス（ＬＢＡ：Logical Bl
ock Address）が、１対１に割り付けられているようにしてもよい。より具体的には、例
えば、セクタ番号「０３００００ｈ」には「００００００」ＬＢＡが対応し、セクタ番号
「１ＡＦＦＦＦｈ」には、「１７ＦＦＦＦ」ＬＢＡが対応するようにしてもよい。また、
セクタ番号「Ｅ５００００ｈ」には、「１８００００」ＬＢＡが対応し、セクタ番号「Ｆ
ＣＦＦＥＦｈ」には、「２ＦＦＦＥＦ」ＬＢＡが対応する。よって、例えば、ホストコン
ピュータは、物理的セクタ番号に意識することなく、例えば、ファイルシステムによって
管理された論理ブロックアドレスに従って記録及び再生動作を行うことが可能となる。
【００８７】
　特に、本発明の情報記録媒体の実施例に係る２層型光ディスクにおいては、内周側及び
外周側において、次のエリア（領域）において、リーダブルエンボスピット（エンボスピ
ット）を形成可能である。具体的には、２層型光ディスクの内周側においては、図３（ａ
）中における、（ｉ）Ｌ０層におけるInitial zone、Buffer zone 0、Reference Code zo
ne、Buffer zone 1、及びＣＤＺ、並びに（ｉｉ）Ｌ１層におけるリードアウトエリアに
おいて、リーダブルエンボスピットを形成可能である。より詳細には、Ｌ１層のリードア
ウトエリアの最も内周部に位置されるＯｐｔｉｏｎａｌ　ＩＤＴＡにおいては、パワーキ
ャリブレーションを行うようにしてもよい。他方、２層型光ディスクの外周側においては
、図３（ｂ）中における（ｉｉｉ）Ｌ０層におけるミドルエリア、及び、（ｉｖ）Ｌ１層
におけるミドルエリアにおいて、リーダブルエンボスピットを形成可能である。尚、図３
（ａ）中のRW-Physical format information zone、Extra Border Zone、データエリア、
並びに、図３（ｂ）中のパワーキャリブレーションを行うODTA（Outer Disc Testing Are
a）、及びデータエリアにおいては、リーダブルエンボスピットは形成されない。
【００８８】
　（１－３）管理情報の一具体例
　次に、図４を参照して、本発明の管理情報の一具体例、及び、当該管理情報に係るエン
ボス情報（Embossed Information）の具体例について説明する。特に、このエンボス情報
は、ディスク製造メーカーが情報記録媒体に、エンボスピットの形成によって、或いは、
レーザ光によるプリ記録によって、予め記録することが好ましい。ここに、図４は、本発
明の管理情報の一具体例を示したテーブル（図４（ａ））、本発明の管理情報に係るエン
ボス情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図４（ｂ））、及び、本発明の第１識
別情報に係るＥＩコード（Embossed Information Code）の具体例を示したテーブル（図
４（ｃ））である。
【００８９】
　図４（ａ）に示されるように、本発明の管理情報５０は、（ｉ）本発明の所定の記録エ
リアの一具体例であるコントロールデータゾーンにおいてエンボスピットが形成されてい
るか否かを識別する第１識別情報、（ｉｉ）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であ
るリードインエリアにおいてエンボスピットが形成されているか否かを識別する第１識別
情報、（ｉｉｉ）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であるミドルエリアにおいてエ
ンボスピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報、及び（ｉｖ）本発明の所
定の記録エリアの他の具体例であるリードアウトエリアにおいてエンボスピットが形成さ
れているか否かを識別する第１識別情報を含むようにしてもよい。尚、管理情報５０は、
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コントロールデータゾーンＣＤＺ（以下、適宜「ＣＤＺ」と称す）や、例えば物理フォー
マット情報ゾーン（RW-Physical format information zone）において、エンボス情報５
０ａを記録するための一のフィールドを設け、例えばディスク製造メーカーがエンボス情
報５０ａをエンボスピットの形成によって、或いは、レーザ光によるプリ記録によって、
予め記録するようにしてもよい。この場合、初期状態の光ディスクに対して、情報記録再
生装置は、最初に、例えばＣＤＺの一のフィールドに記録されたエンボス情報５０ａをレ
コーディングマネージメントエリアＲＭＡ（以下、適宜「ＲＭＡ」と称す）に記録し、そ
の後、例えばファイナライズのための緩衝状態にさせることを専ら目的とするダミーデー
タ（パディングデータ）等の緩衝用データがレーザ光によってプリ記録されたプリ記録エ
リアが更新されたり、追加されたりした場合は、ＲＭＡのエンボス情報５０ａを更新して
、最新の情報として利用するようにしてもよい。特に、ディスク製造メーカーがダミーデ
ータを記録した場合の管理情報を初期エンボス情報（Initial Embossed Information）と
称してもよい。加えて、本発明の管理情報５０は、（ｉ）当該光ディスク１００に対して
、記録動作を行なった情報記録再生装置の識別番号情報、所謂、ドライブＩＤ情報（ドラ
イブ識別情報）、（ｉｉ）ドライブＩＤによって指定された情報記録再生装置による較正
処理の結果、検出された最適記録パワーの数値情報、（ｉｉｉ）未記録状態、例えばイン
クリメンタル記録方式等の記録方式、及び追記不可能であるファイナライズ処理が済んだ
状態等を示すディスク状態情報を記録するためのフィールドを保持するように構成しても
よい。
【００９０】
　具体的には、図４（ｂ）に示されるように、管理情報５０の一具体例であるエンボス情
報（Embossed Information）５０ａは、例えばバイト単位で割り付けられた０から２０４
７の番号で指定可能であるデータ位置の、例えば４０番目に、本発明の第１識別情報の一
具体例であるＥＩコード（Embossed Information Code）５１ａを含むようにしてもよい
。このＥＩコード５１ａは、データ量が１バイト（Byte）であるようにしてもよい。より
詳細には、図４（ｃ）に示されるように、ＥＩコード５１ａは、（ｉ）例えばＣＤＺにお
いてエンボスピットが形成されているか否かを示す所定のビットパターンと、（ｉｉ）例
えばリードインエリアにおいてエンボスピットが形成されているか否かを示す所定のビッ
トパターンと、（ｉｉｉ）例えばミドルエリアにおいてエンボスピットが形成されている
か否かを示す所定のビットパターンと、（ｉｖ）例えばリードアウトエリアにおいてエン
ボスピットが形成されているか否かを示す所定のビットパターンとが組み合わされること
によって示されてもよい。
【００９１】
　具体的には、ＥＩコード５１ａのうち右から１番目のビットが、「0」である場合、Ｃ
ＤＺにおいてエンボスピットが形成されていると意味するようにしてもよい。他方、ＥＩ
コード５１ａのうち右から１番目のビットが、「1」である場合、ＣＤＺにおいてエンボ
スピットが形成されていないと意味するようにしてもよい。概ね同様にして、ＥＩコード
５１ａのうち右から２番目のビットが、「0」である場合、リードインエリアにおいてエ
ンボスピットが形成されていないと意味するようにしてもよい。他方、ＥＩコード５１ａ
のうち右から２番目のビットが、「1」である場合、リードインエリアにおいてエンボス
ピットが形成されていると意味するようにしてもよい。更に、概ね同様にして、ＥＩコー
ド５１ａのうち右から３番目のビットが、「0」である場合、ミドルエリアにおいてエン
ボスピットが形成されていないと意味するようにしてもよい。他方、ＥＩコード５１ａの
うち右から３番目のビットが、「1」である場合、ミドルエリアにおいてエンボスピット
が形成されていると意味するようにしてもよい。更に、概ね同様にして、ＥＩコード５１
ａのうち右から４番目のビットが、「0」である場合、リードアウトエリアにおいてエン
ボスピットが形成されていないと意味するようにしてもよい。他方、ＥＩコード５１ａの
うち右から４番目のビットが、「1」である場合、リードアウトエリアにおいてエンボス
ピットが形成されていると意味するようにしてもよい。尚、右から５番目のビットから８
番目のビットまでは予備のビットとしてもよい。また、各種のビットパターンによって、
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本発明の第１識別情報を実現することができるのは言うまでもない。加えて、記録クロッ
クの生成処理を切り替えにおける効果、及び、アンリーダブルエンボスピットが形成され
たエリアにおける効果については、後述される「（３）本実施例の作用効果の検討」にお
いて説明する。
【００９２】
　（１－３－１）管理情報の他の具体例－その１－
　次に、図５を参照して、本発明の管理情報の他の具体例、及び、当該管理情報に係るＰ
Ｒ情報（Pre-recorded Information）の具体例について説明する。特に、このＰＲ情報は
、情報記録再生装置が情報記録媒体において追記又は書き換え可能で記録することが好ま
しい。ここに、図５は、本発明の管理情報の他の具体例を示したテーブル（図５（ａ））
、本発明の管理情報に係るＰＲ情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図５（ｂ）
）、及び、本発明の第２識別情報に係るＰＲＩコード（Pre-recorded Information Code
）の具体例を示したテーブル（図５（ｃ））である。
【００９３】
　図５（ａ）に示されるように、本発明の管理情報５０は、（ｉ－１）本発明の所定の記
録エリアの一具体例であるコントロールデータゾーンにおいてレーザ光によるプリ記録が
行われているか否かを識別する第２識別情報、（ｉｉ－１）本発明の所定の記録エリアの
他の具体例であるリードインエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか否
かを識別する第２識別情報、（ｉｉｉ－１）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であ
るミドルエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを識別する第２識
別情報、及び（ｉｖ－１）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であるリードアウトエ
リアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを識別する第２識別情報を含
むようにしてもよい。加えて、本発明の管理情報５０は、（ｉ－２）コントロールデータ
ゾーンの記録されている位置を特定可能な位置情報、（ｉｉ－２）リードインエリアの記
録されている位置を特定可能な位置情報、（ｉｉｉ－２）ミドルエリアの記録されている
位置を特定可能な位置情報、及び（ｉｖ－２）リードアウトエリアの記録されている位置
を特定可能な位置情報を含むようにしてもよい。尚、本発明の管理情報５０の一具体例で
あるＰＲ情報５０ｂは、コントロールデータゾーンＣＤＺや、例えば物理フォーマット情
報ゾーン（RW-Physical format information zone）において、ＰＲ情報５０ｂを記録す
るための一のフィールドを設け、例えばディスク製造メーカーがＰＲ情報５０ｂをエンボ
スピットの形成によって、或いは、レーザ光によるプリ記録によって、予め記録するよう
にしてもよい。この場合、前述したように、初期状態の光ディスクに対して、情報記録再
生装置は、最初に、例えばＣＤＺの一のフィールドに記録されたＰＲ情報５０ｂをＲＭＡ
に記録し、その後、例えばファイナライズのための緩衝状態にさせることを専ら目的とす
るダミーデータ（パディングデータ）等の緩衝用データがレーザ光によってプリ記録され
たプリ記録エリアが更新されたり、追加されたりした場合は、ＲＭＡのＰＲ情報５０ｂを
更新して、最新の情報として利用するようにしてもよい。或いは、ＰＲ情報５０ｂは、例
えばＲＭＡに直接的に記録可能であるようにしてもよい。更に、或いは、ＰＲ情報５０ｂ
は、例えばレコーディングマネージメントデータＲＭＤ（以下、適宜「ＲＭＤ」と称す）
に含まれ、このＲＭＤを介して間接的に記録可能であるようにしてもよい。
【００９４】
　具体的には、図５（ｂ）に示されるように、管理情報５０の他の具体例であるＰＲ情報
（Pre-recorded Information）５０ｂは、例えばバイト単位で割り付けられた０から２０
４７の番号で指定可能であるデータ位置の、例えば９０番目に、本発明の第２識別情報の
具体例であるＰＲＩコード（Pre-recorded Information Code）５１ｂを含むようにして
もよい。このＰＲＩコード５1ｂは、データ量が１バイト（Byte）であるようにしてもよ
い。概ね同様にして、ＰＲ情報５０ｂは、例えば９２番目から９５番目に、本発明の位置
情報の具体例であるレーザ光によってプリ記録されたリードインエリアの終了端を示すア
ドレス情報を含むようにしてもよい。また、ＰＲ情報５０ｂは、例えば９６番目から９９
番目に、本発明の位置情報の具体例であるレーザ光によってプリ記録されたＬ０層のミド
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ルエリアの終了端を示すアドレス情報を含むようにしてもよい。また、ＰＲ情報５０ｂは
、例えば１００番目から１０３番目に、本発明の位置情報の具体例であるレーザ光によっ
てプリ記録されたＬ１層のミドルエリアの開始端を示すアドレス情報を含むようにしても
よい。また、ＰＲ情報５０ｂは、例えば１０４番目から１０７番目に、本発明の位置情報
の具体例であるレーザ光によってプリ記録されたリードアウトエリアの開始端を示すアド
レス情報を含むようにしてもよい。これら４つのアドレス情報は、データ量が４バイト（
Byte）であるようにしてもよい。
【００９５】
　より詳細には、図５（ｃ）に示されるように、ＰＲＩコード５１ｂは、（ｉ）例えばＣ
ＤＺにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを示す所定のビットパターン
と、（ｉｉ）例えばリードインエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか
否かを示す所定のビットパターンと、（ｉｉｉ）例えばミドルエリアにおいてレーザ光に
よるプリ記録が行われているか否かを示す所定のビットパターンと、（ｉｖ）例えばリー
ドアウトエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを示す所定のビッ
トパターンとが組み合わされることによって示されてもよい。
【００９６】
　具体的には、ＰＲＩコード５１ｂのうち右から１番目のビットが、「0」である場合、
ＣＤＺにおいてレーザ光によるプリ記録が行われていると意味するようにしてもよい。他
方、ＰＲＩコード５１ｂのうち右から１番目のビットが、「1」である場合、ＣＤＺにお
いてレーザ光によるプリ記録が行われていないと意味するようにしてもよい。概ね同様に
して、ＰＲＩコード５１ｂのうち右から２番目のビットが、「0」である場合、リードイ
ンエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われていないと意味するようにしてもよい
。他方、ＰＲＩコード５１ｂのうち右から２番目のビットが、「1」である場合、リード
インエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われていると意味するようにしてもよい
。更に、概ね同様にして、ＰＲＩコード５１ｂのうち右から３番目のビットが、「0」で
ある場合、ミドルエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われていないと意味するよ
うにしてもよい。他方、ＰＲＩコード５１ｂのうち右から３番目のビットが、「1」であ
る場合、ミドルエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われていると意味するように
してもよい。更に、概ね同様にして、ＰＲＩコード５１ｂのうち右から４番目のビットが
、「0」である場合、リードアウトエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われてい
ないと意味するようにしてもよい。他方、ＰＲＩコード５１ｂのうち右から４番目のビッ
トが、「1」である場合、リードアウトエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われ
ていると意味するようにしてもよい。尚、右から５番目のビットから８番目のビットまで
は予備のビットとしてもよい。また、各種のビットパターンによって、本発明の第２識別
情報を実現することができるのは言うまでもない。
【００９７】
　この結果、後述される情報記録再生装置は、前述した管理情報の一具体例であるエンボ
ス情報５０ａと、ＰＲ情報５０ｂとの両方の情報を把握することで、ファイナライズ処理
の際に、緩衝用データを記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能とな
る。尚、記録クロックの生成処理を切り替えにおける効果、及び、アンリーダブルエンボ
スピットが形成されたエリアにおける効果については、後述される「（３）本実施例の作
用効果の検討」において説明する。
【００９８】
　（１－３－２）管理情報の他の具体例－その２－
　次に、図６を参照して、本発明の管理情報の他の具体例、及び、当該管理情報に係るＰ
Ｒ情報（Pre-recorded Information）の具体例について説明する。特に、このＰＲ情報は
、情報記録再生装置が情報記録媒体において追記又は書き換え可能で記録することが好ま
しい。ここに、図６は、本発明の管理情報の他の具体例を示したテーブル（図６（ａ））
、及び、本発明の管理情報に係るＰＲ情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図６
（ｂ））である。尚、前述の「（１－３－１）管理情報の他の具体例－その１－」におけ
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るＰＲ情報５０ｂと同様の構成及び性質については、説明を省略する。
【００９９】
　図６（ａ）に示されるように、本発明の管理情報５０は、（ｉ－１）本発明の所定の記
録エリアの一具体例であるコントロールデータゾーンにおいてエンボスピットが形成され
ているか否かを識別する第１識別情報、（ｉｉ－１）本発明の所定の記録エリアの他の具
体例であるリードインエリアにおいてエンボスピットが形成されているか否かを識別する
第１識別情報、（ｉｉｉ－１）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であるミドルエリ
アにおいてエンボスピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報、及び（ｉｖ
－１）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であるリードアウトエリアにおいてエンボ
スピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報を含むようにしてもよい。加え
て、本発明の管理情報５０は、（ｉ－２）コントロールデータゾーンにおいてレーザ光に
よるプリ記録が行われているか否かを識別する第２識別情報、（ｉｉ－２）リードインエ
リアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを識別する第２識別情報、（
ｉｉｉ－２）ミドルエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを識別
する第２識別情報、及び（ｉｖ－２）リードアウトエリアにおいてレーザ光によるプリ記
録が行われているか否かを識別する第２識別情報を含むようにしてもよい。更に、加えて
、本発明の管理情報５０は、（ｉ－３）コントロールデータゾーンの記録されている位置
を特定可能な位置情報、（ｉｉ－３）リードインエリアの記録されている位置を特定可能
な位置情報、（ｉｉｉ－３）ミドルエリアの記録されている位置を特定可能な位置情報、
及び（ｉｖ－３）リードアウトエリアの記録されている位置を特定可能な位置情報を含む
ようにしてもよい。
【０１００】
　具体的には、図６（ｂ）に示されるように、管理情報５０の他の具体例であるＰＲ情報
（Pre-recorded Information）５０ｃは、例えばバイト単位で割り付けられた０から２０
４７の番号で指定可能であるデータ位置の、例えば９１番目に、前述の図４において説明
した、本発明の第１識別情報の一具体例であるＥＩコード（Embossed Information Code
）５１ａを含むようにしてもよい。このＥＩコード５１ａの詳細については、前述の図４
（ｃ）における説明と同様であるので、省略する。
【０１０１】
　この結果、後述される情報記録再生装置は、ＥＩコード５１ａを含むＰＲ情報５０ｃだ
けを取得し、把握することで、ファイナライズ処理の際に、リーダブルエンボスピットが
形成されたエリア、及び、レーザ光によるプリ記録が行われたエリアを識別しつつ、緩衝
用データを記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。尚、記録
クロックの生成処理を切り替えにおける効果、及び、アンリーダブルエンボスピットが形
成されたエリアにおける効果については、後述される「（３）本実施例の作用効果の検討
」において説明する。
【０１０２】
　（１－３－３）管理情報の他の具体例－その３－
　次に、図７を参照して、本発明の管理情報の他の具体例、及び、当該管理情報に係るエ
ンボス情報（Embossed Information）の具体例について説明する。特に、このエンボス情
報は、ディスク製造メーカーが情報記録媒体に、エンボスピットの形成によって、或いは
、レーザ光によるプリ記録によって、予め記録することが好ましい。ここに、図７は、本
発明の管理情報の他の具体例を示したテーブル（図７（ａ））、及び、本発明の管理情報
に係るエンボス情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図７（ｂ））である。尚、
前述の「（１－３）管理情報の一具体例」におけるエンボス情報５０ａと同様の構成及び
性質については、説明を省略する。
【０１０３】
　図７（ａ）に示されるように、本発明の管理情報５０は、（ｉ－１）本発明の所定の記
録エリアの一具体例であるコントロールデータゾーンにおいてエンボスピットが形成され
ているか否かを識別する第１識別情報、（ｉｉ－１）本発明の所定の記録エリアの他の具
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体例であるリードインエリアにおいてエンボスピットが形成されているか否かを識別する
第１識別情報、（ｉｉｉ－１）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であるミドルエリ
アにおいてエンボスピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報、及び（ｉｖ
－１）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であるリードアウトエリアにおいてエンボ
スピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報を含むようにしてもよい。加え
て、（ｉ－２）コントロールデータゾーンにおいてレーザ光によるプリ記録が行われてい
るか否かを識別する第２識別情報、（ｉｉ－２）リードインエリアにおいてレーザ光によ
るプリ記録が行われているか否かを識別する第２識別情報、（ｉｉｉ－２）ミドルエリア
においてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを識別する第２識別情報、及び（
ｉｖ－２）リードアウトエリアにおいてレーザ光によるプリ記録が行われているか否かを
識別する第２識別情報を含むようにしてもよい。
【０１０４】
　具体的には、図７（ｂ）に示されるように、管理情報５０の一具体例であるエンボス情
報（Embossed Information）５０ｄは、例えばバイト単位で割り付けられた０から２０４
７の番号で指定可能であるデータ位置の、例えば４０番目に、本発明の第１識別情報の一
具体例であるＥＩコード（Embossed Information Code）５１ａを含むようにしてもよい
。加えて、例えば４３番目に、本発明の第２識別情報の具体例であるＰＲＩコード（Pre-
recorded Information Code）５１ｂを含むようにしてもよい。このＥＩコード５１ａ及
びＰＲＩコード５１ｂの詳細については、前述の図４（ｃ）及び図５（ｃ）における説明
と同様であるので、省略する。
【０１０５】
　この結果、ディスク製造メーカーはリーダブルエンボスピットに加えて、レーザ光によ
るプリ記録によっても、例えばリードインエリア等の緩衝用エリアを予め形成することが
可能となる。従って、後述される情報記録再生装置は、エンボス情報５０ｄだけを取得し
、把握することで、ファイナライズ処理の際に、リーダブルエンボスピットが形成された
エリア、及び、レーザ光によるプリ記録が行われたエリアを識別しつつ、緩衝用データを
記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。尚、記録クロックの
生成処理を切り替えにおける効果、及び、アンリーダブルエンボスピットが形成されたエ
リアにおける効果については、後述される「（３）本実施例の作用効果の検討」において
説明する。
【０１０６】
　（１－３－４）管理情報の他の具体例－その４－
　次に、図１５を参照して、本発明の管理情報の他の具体例、及び、当該管理情報に係る
ＰＲ情報（Pre-recorded Information）の具体例について説明する。特に、このＰＲ情報
は、情報記録再生装置が情報記録媒体において追記又は書き換え可能で記録することが好
ましい。ここに、図１５は、本発明の管理情報の他の具体例を示したテーブル（図１５（
ａ））、本発明の管理情報に係るＰＲ情報のデータ構造の具体例を示したテーブル（図１
５（ｂ））、及び、本発明の第３識別情報に係るＰＲＩコード（Pre-recorded Informati
on Code）の具体例を示したテーブル（図１５（ｃ））である。
【０１０７】
　図１５（ａ）に示されるように、本発明の管理情報５０は、（ｉ－１）本発明の所定の
記録エリアの一具体例であるコントロールデータゾーンにおいて（ｉａ）エンボスピット
が形成されている、又は（ｉｂ）レーザ光によるプリ記録が行われているうち、少なくと
もいずれか一方であるか否かを識別する第３識別情報を含むようにしてもよい。加えて、
（ｉｉ－１）本発明の所定の記録エリアの他の具体例であるリードインエリアにおいて（
ｉｉａ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉｂ）レーザ光によるプリ記録が行
われているうち、少なくともいずれか一方であるか否かを識別する第３識別情報を含むよ
うにしてもよい。加えて、（ｉｉｉ－１）本発明の所定の記録エリアの他の具体例である
ミドルエリアにおいて（ｉｉｉａ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉｉｂ）
レーザ光によるプリ記録が行われているうち、少なくともいずれか一方であるか否かを識
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別する第３識別情報を含むようにしてもよい。加えて（ｉｖ－１）本発明の所定の記録エ
リアの他の具体例であるリードアウトエリアにおいて（ｉｖａ）エンボスピットが形成さ
れている、又は（ｉｖｂ）レーザ光によるプリ記録が行われているうち、少なくともいず
れか一方であるか否かを識別する第３識別情報を含むようにしてもよい。更に、加えて、
本発明の管理情報５０は、（ｉ－２）コントロールデータゾーンの記録されている位置を
特定可能な位置情報、（ｉｉ－２）リードインエリアの記録されている位置を特定可能な
位置情報、（ｉｉｉ－２）ミドルエリアの記録されている位置を特定可能な位置情報、並
びに（ｉｖ－２）リードアウトエリアの記録されている位置を特定可能な位置情報を含む
ようにしてもよい。尚、本発明の管理情報５０の一具体例であるＰＲ情報５０ｅは、コン
トロールデータゾーンＣＤＺや、例えば物理フォーマット情報ゾーン（RW-Physical form
at information zone）において、ＰＲ情報５０ｅを記録するための一のフィールドを設
け、例えばディスク製造メーカーがＰＲ情報５０ｅをエンボスピットの形成によって、或
いは、レーザ光によるプリ記録によって、予め記録するようにしてもよい。この場合、前
述したように、初期状態の光ディスクに対して、情報記録再生装置は、最初に、例えばＣ
ＤＺの一のフィールドに記録されたＰＲ情報５０ｅをＲＭＡに記録し、その後、例えばフ
ァイナライズのための緩衝状態にさせることを専ら目的とするダミーデータ（パディング
データ）等の緩衝用データがレーザ光によってプリ記録されたプリ記録エリアが更新され
たり、追加されたりした場合は、ＲＭＡのＰＲ情報５０ｅを更新して、最新の情報として
利用するようにしてもよい。或いは、ＰＲ情報５０ｅは、例えばＲＭＡに直接的に記録可
能であるようにしてもよい。更に、或いは、ＰＲ情報５０ｅは、例えばレコーディングマ
ネージメントデータＲＭＤ（以下、適宜「ＲＭＤ」と称す）に含まれ、このＲＭＤを介し
て間接的に記録可能であるようにしてもよい。
【０１０８】
　具体的には、図１５（ｂ）に示されるように、管理情報５０の他の具体例であるＰＲ情
報（Pre-recorded Information）５０ｅは、例えばバイト単位で割り付けられた０から２
０４７の番号で指定可能であるデータ位置の、例えば９０番目に、本発明の第３識別情報
の具体例であるＰＲＩコード（Pre-recorded Information Code）５１ｅを含むようにし
てもよい。このＰＲＩコード５1ｅは、データ量が１バイト（Byte）であるようにしても
よい。概ね同様にして、ＰＲ情報５０ｅは、例えば９２番目から９５番目に、本発明の位
置情報の具体例である（ｉ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉ）レーザ光に
よってプリ記録されたリードインエリアの終了端を示すアドレス情報を含むようにしても
よい。また、ＰＲ情報５０ｅは、例えば９６番目から９９番目に、本発明の位置情報の具
体例である（ｉ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉ）レーザ光によってプリ
記録されたＬ０層のミドルエリアの終了端を示すアドレス情報を含むようにしてもよい。
また、ＰＲ情報５０ｅは、例えば１００番目から１０３番目に、本発明の位置情報の具体
例である（ｉ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉ）レーザ光によってプリ記
録されたＬ１層のミドルエリアの開始端を示すアドレス情報を含むようにしてもよい。ま
た、ＰＲ情報５０ｅは、例えば１０４番目から１０７番目に、本発明の位置情報の具体例
である（ｉ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉ）レーザ光によってプリ記録
されたリードアウトエリアの開始端を示すアドレス情報を含むようにしてもよい。これら
４つのアドレス情報は、データ量が４バイト（Byte）であるようにしてもよい。
【０１０９】
　より詳細には、図１５（ｃ）に示されるように、ＰＲＩコード５１ｅは、（ｉ）例えば
ＣＤＺにおいて（ｉａ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｂ）レーザ光による
プリ記録が行われているか否かを示す所定のビットパターンと、（ｉｉ）例えばリードイ
ンエリアにおいて（ｉｉａ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉｂ）レーザ光
によるプリ記録が行われているか否かを示す所定のビットパターンと、（ｉｉｉ）例えば
ミドルエリアにおいて（ｉｉｉａ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉｉｂ）
レーザ光によるプリ記録が行われているか否かを示す所定のビットパターンと、（ｉｖ）
例えばリードアウトエリアにおいて（ｉｖａ）エンボスピットが形成されている、又は（
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ｉｖｂ）レーザ光によるプリ記録が行われているか否かを示す所定のビットパターンとが
組み合わされることによって示されてもよい。
【０１１０】
　具体的には、ＰＲＩコード５１ｅのうち右から１番目のビットが、「0」である場合、
ＣＤＺにおいて（ｉａ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｂ）レーザ光による
プリ記録が行われていると意味するようにしてもよい。他方、ＰＲＩコード５１ｅのうち
右から１番目のビットが、「1」である場合、ＣＤＺにおいて（ｉａ）エンボスピットが
形成されていない、且つ（ｉｂ）レーザ光によるプリ記録が行われていないと意味するよ
うにしてもよい。詳細には、ＰＲＩコード５１ｅのうち右から１番目のビットは、（ｉａ
）エンボスピットが形成されているか否かを示すフラグ等の情報と、（ｉｂ）レーザ光に
よるプリ記録が行われているか否かを示すフラグ等の情報と、の論理和であるようにして
もよい。より詳細には、ＰＲＩコード５１ｅのうち右から１番目のビットが「1」になる
場合は、次の３つの場合であるようにしてもよい。即ち、１つ目の場合は、ＣＤＺの全体
がエンボスピットだけにより形成されている場合である。２つ目の場合は、ＣＤＺの全体
がレーザ光によるプリ記録だけにより行われている場合である。３つ目の場合は、ＣＤＺ
においてエンボスピットが形成されていると共に、レーザ光によるプリ記録が行われてい
る場合である。尚、３つ目の場合は、本実施例では、省略可能であるようにしてもよい。
【０１１１】
　概ね同様にして、ＰＲＩコード５１ｅのうち右から２番目のビットが、「0」である場
合、リードインエリアにおいて（ｉｉａ）エンボスピットが形成されていない、且つ（ｉ
ｉｂ）レーザ光によるプリ記録が行われていないと意味するようにしてもよい。特に、こ
の場合、後述される情報記録再生装置は、リードインエリアの少なくとも一部において、
エンボスピットが形成されていないと共に、プリ記録が行われていないので、ファイナラ
イズ処理の際には、例えばダミーデータ等の緩衝用データの記録を行う必要があると判別
することが可能である。他方、ＰＲＩコード５１ｅのうち右から２番目のビットが、「1
」である場合、リードインエリアにおいて（ｉｉａ）エンボスピットが形成されている、
又は（ｉｉｂ）レーザ光によるプリ記録が行われていると意味するようにしてもよい。更
に、概ね同様にして、ＰＲＩコード５１ｅのうち右から３番目のビットが、「0」である
場合、ミドルエリアにおいて（ｉｉｉａ）エンボスピットが形成されていない、且つ（ｉ
ｉｉｂ）レーザ光によるプリ記録が行われていないと意味するようにしてもよい。他方、
ＰＲＩコード５１ｅのうち右から３番目のビットが、「1」である場合、ミドルエリアに
おいて（ｉｉｉａ）エンボスピットが形成されている、又は（ｉｉｉｂ）レーザ光による
プリ記録が行われていると意味するようにしてもよい。更に、概ね同様にして、ＰＲＩコ
ード５１ｅのうち右から４番目のビットが、「0」である場合、リードアウトエリアにお
いて（ｉｖａ）エンボスピットが形成されていない、且つ（ｉｖｂ）レーザ光によるプリ
記録が行われていないと意味するようにしてもよい。他方、ＰＲＩコード５１ｅのうち右
から４番目のビットが、「1」である場合、リードアウトエリアにおいて（ｉｖａ）エン
ボスピットが形成されている、又は（ｉｖｂ）レーザ光によるプリ記録が行われていると
意味するようにしてもよい。尚、右から５番目のビットから８番目のビットまでは予備の
ビットとしてもよい。また、各種のビットパターンによって、本発明の第３識別情報を実
現することができるのは言うまでもない。
【０１１２】
　特に、ＰＲＩコード５１ｅにおいて、少なくとも一部のビットパターンを固定にして使
用しても良い。例えば、ＣＤＺは常に、エンボスピットを形成するようにし、ＰＲＩコー
ド５１ｅのうち右から一番目のビットを常に「0」に固定して使用してもよい。
【０１１３】
　この結果、後述される情報記録再生装置は、上述した管理情報の他の具体例であるＰＲ
情報５０ｅの情報を把握することで、ファイナライズ処理の際に、緩衝用データを記録す
る領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。尚、記録クロックの生成処
理を切り替えにおける効果、及び、アンリーダブルエンボスピットが形成されたエリアに



(22) JP 4445552 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

おける効果については、後述される「（３）本実施例の作用効果の検討」において説明す
る。
【０１１４】
　（２）情報記録装置の実施例
　次に、図８から図１１を参照して、本発明の情報記録装置の実施例の構成及び動作につ
いて詳細に説明する。特に、本実施例は、本発明に係る情報記録装置を光ディスク用の情
報記録再生装置に適用した例である。
【０１１５】
　（２－１）基本構成
　先ず、図８を参照して、本発明の情報記録装置に係る実施例における情報記録再生装置
３００及び、ホストコンピュータ４００の基本構成について説明する。ここに、図８は、
本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置、及び、ホストコンピュータの基
本構成を示したブロック図である。尚、情報記録再生装置３００は、光ディスク１００に
記録データを記録する機能と、光ディスク１００に記録された記録データを再生する機能
とを備える。
【０１１６】
　図８を参照して情報記録再生装置３００の内部構成を説明する。情報記録再生装置３０
０は、ドライブ用のＣＰＵ（Central Processing Unit）３０５の制御下で、光ディスク
１００に情報を記録すると共に、光ディスク１００に記録された情報を読み取る装置であ
る。
【０１１７】
　情報記録再生装置３００は、光ディスク１００、光ピックアップ３０１、信号記録再生
手段３０２、アドレス検出部３０３、ＣＰＵ（ドライブ制御手段）３０５、スピンドルモ
ータ３０６、メモリ３０７、データ入出力制御手段３０８、及びバス３０９を備えて構成
されている。
【０１１８】
　また、ホストコンピュータ４００は、ＣＰＵ（ホスト制御手段）４０１、メモリ４０２
、操作制御手段４０３、操作ボタン４０４、表示パネル４０５、データ入出力制御手段４
０６、及びバス４０７を備えて構成される。
【０１１９】
　特に、情報記録再生装置３００は、例えばモデム等の通信手段を備えたホストコンピュ
ータ４００を同一筐体内に収めることにより、外部ネットワークと通信可能となるように
構成してもよい。或いは、例えばｉ－ｌｉｎｋ等の通信手段を備えたホストコンピュータ
４００のＣＰＵ（ホスト制御手段）４０１が、データ入出力制御手段３０８、及びバス３
０９を介して、直接情報記録再生装置３００を制御することによって、外部ネットワーク
と通信可能となるように構成してもよい。
【０１２０】
　光ピックアップ３０１は光ディスク１００への記録再生を行うもので、半導体レーザ装
置とレンズから構成される。より詳細には、光ピックアップ３０１は、光ディスク１００
に対してレーザービーム等の光ビームを、再生時には読み取り光として第１のパワーで照
射し、記録時には書き込み光として第２のパワーで且つ変調させながら照射する。
【０１２１】
　信号記録再生手段３０２は、光ピックアップ３０１とスピンドルモータ３０６とを制御
することで光ディスク１００に対して記録又は再生を行う。より具体的には、信号記録再
生手段３０２は、例えば、レーザダイオードドライバ（ＬＤドライバ）及びヘッドアンプ
等によって構成されている。レーザダイオードドライバは、光ピックアップ３０１内に設
けられた図示しない半導体レーザを駆動する。ヘッドアンプは、光ピックアップ３０１の
出力信号、即ち、光ビームの反射光を増幅し、該増幅した信号を出力する。より詳細には
、信号記録再生手段３０２は、ＯＰＣ（Optimum Power Control）処理時には、ＣＰＵ３
０５の制御下で、図示しないタイミング生成器等と共に、ＯＰＣパターンの記録及び再生
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処理により最適なレーザパワーの決定が行えるように、光ピックアップ３０１内に設けら
れた図示しない半導体レーザを駆動する。特に、信号記録再生手段３０２は、光ピックア
ップ３０１と共に、本発明に係る「記録手段」及び「再生手段」の一例を構成する。また
、信号記録再生手段３０２は、例えばコントロールデータゾーンＣＤＺ、あるいはレコー
ディングマネージメントエリアＲＭＡ０（ＲＭＡ１）に記録された管理情報５０を取得可
能であるようにしてもよい。よって、信号記録再生手段３０２は、本発明に係る「取得手
段」の一例を構成するようにしてもよい。
【０１２２】
　アドレス検出部３０３は、信号記録再生手段３０２によって出力される、例えばプリフ
ォーマットアドレス信号等を含む再生信号から光ディスク１００におけるアドレス（アド
レス情報）を検出する。
【０１２３】
　ＣＰＵ（ドライブ制御手段）３０５は、バス３０９を介して、各種制御手段に指示を行
うことで、情報記録再生装置３００全体の制御を行う。尚、ＣＰＵ３０５が動作するため
のソフトウェア又はファームウェアは、メモリ３０７に格納されている。特に、ＣＰＵ３
０５は、本発明に係る「制御手段」の一例を構成する。
【０１２４】
　スピンドルモータ３０６は光ディスク１００を回転及び停止させるもので、光ディスク
へのアクセス時に動作する。より詳細には、スピンドルモータ３０６は、図示しないサー
ボユニット等によりスピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク１００を回転及び
停止させるように構成されている。
【０１２５】
　メモリ３０７は、記録再生データのバッファ領域や、信号記録再生手段３０２で使用出
来るデータに変換する時の中間バッファとして使用される領域など情報記録再生装置３０
０におけるデータ処理全般及びＯＰＣ処理において使用される。また、メモリ３０７はこ
れらレコーダ機器としての動作を行うためのプログラム、即ちファームウェアが格納され
るＲＯＭ領域と、記録再生データの一時格納用バッファや、ファームウェアプログラム等
の動作に必要な変数が格納されるＲＡＭ領域などから構成される。
【０１２６】
　データ入出力制御手段３０８は、情報記録再生装置３００に対する外部からのデータ入
出力を制御し、メモリ３０７上のデータバッファへの格納及び取り出しを行う。情報記録
再生装置３００と、ＳＣＳＩやＡＴＡＰＩ等のインターフェースを介して接続されている
外部のホストコンピュータ４００（以下、適宜ホストと称す）から発行されるドライブ制
御命令は、当該データ入出力制御手段３０８を介してＣＰＵ３０５に伝達される。また、
記録再生データも同様にして、当該データ入出力制御手段３０８を介して、ホストコンピ
ュータ４００に対して送受信される。
【０１２７】
　ホストコンピュータ４００における、ＣＰＵ（ホスト制御手段）４０１、メモリ４０２
、データ入出力制御手段４０６、及びバス４０７は、これらに対応される、情報記録再生
装置３００内の構成要素と、概ね同様である。
【０１２８】
　操作制御手段４０３は、ホストコンピュータ４００に対する動作指示受付と表示を行う
もので、例えば記録又は再生といった操作ボタン４０４による指示をＣＰＵ４０１に伝え
る。ＣＰＵ４０１は、操作制御手段４０３からの指示情報を元に、データ入出力手段４０
６を介して、情報記録再生装置３００に対して制御命令（コマンド）を送信し、情報記録
再生装置３００全体を制御するように構成してもよい。同様に、ＣＰＵ４０１は、情報記
録再生装置３００に対して、動作状態をホストに送信するように要求するコマンドを送信
することができる。これにより、記録中や再生中といった情報記録再生装置３００の動作
状態が把握できるためＣＰＵ４０１は、操作制御手段４０３を介して蛍光管やＬＣＤなど
の表示パネル４０５に情報記録再生装置３００の動作状態を出力することができる。
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【０１２９】
　以上説明した、情報記録再生装置３００とホストコンピュータ４００を組み合わせて使
用する一具体例は、映像を記録再生するレコーダ機器等の家庭用機器である。このレコー
ダ機器は放送受信チューナや外部接続端子からの映像信号をディスクに記録し、テレビな
ど外部表示機器にディスクから再生した映像信号を出力する機器である。メモリ４０２に
格納されたプログラムをＣＰＵ４０１で実行させることでレコーダ機器としての動作を行
っている。また、別の具体例では、情報記録再生装置３００はディスクドライブ（以下、
適宜ドライブと称す）であり、ホストコンピュータ４００はパーソナルコンピュータやワ
ークステーションである。パーソナルコンピュータ等のホストコンピュータとドライブは
ＳＣＳＩやＡＴＡＰＩといったデータ入出力制御手段３０８（４０６）を介して接続され
ており、ホストコンピュータにインストールされているライティングソフトウェア等のア
プリケーションが、ディスクドライブを制御する。
【０１３０】
　（２－２）動作原理
　次に、図９から図１１に加えて前述した図８を適宜参照して、本発明の情報記録装置の
実施例に係る情報記録再生装置における動作原理について説明する。ここに、図９は、本
発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置によるＥＩコード（Embossed Infor
mation Code）５１ａの取得処理を示したフローチャートである。図１０は、本発明の情
報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置によるプリ記録処理を示したフローチャート
である。図１１は、本発明の情報記録装置の実施例に係る情報記録再生装置によるＰＲＩ
コード５１ｂの更新処理を示したフローチャートである。
【０１３１】
　（２－２－１）ＥＩコード（Embossed Information Code）の取得処理
　図９に示されるように、ＥＩコード５１ａの取得処理においては、先ず、ＣＰＵ（ドラ
イブ制御手段）３０５の制御下で、光ディスクが挿入されたか否かが判定される（ステッ
プＳ１０１）。ここで、光ディスクが挿入された場合（ステップＳ１０１：Ｙｅｓ）、Ｃ
ＰＵ３０５の制御下で、ＣＤＺに予め記録されているＥＩコード５１ａが読み取られる（
ステップＳ１０２）。
【０１３２】
　次に、ＣＰＵ３０５の制御下で、読み取られたＥＩコード５１ａに基づいて、（ｉ）リ
ーダブルエンボスピットから記録クロックを生成するように、記録クロックの生成処理を
切り替える位置と、通常の通り、ランドプリピットから記録クロックを生成するように、
記録クロックの生成処理を切り替える位置とに関する情報が取得される。加えて、例えば
再生エラーが発生しやすい、アンリーダブルエンボスピットが形成されたエリアの位置に
関する情報が取得される（ステップＳ１０３）。
【０１３３】
　次に、ＣＰＵ３０５の制御下で、ＲＭＡに記録されている、最新のＲＭＤ（Recording 
Management Data）が再生され、ＰＲＩコード５１ｂが読み取られる（ステップＳ１０４
）。
【０１３４】
　次に、ＣＰＵ３０５の制御下で、再生された最新のＲＭＤにおいて、ＥＩコード５１ａ
が記録されているか否かが判定される（ステップＳ１０５）。ここで、再生されたＲＭＤ
において、ＥＩコード５１ａが記録されていない場合（ステップＳ１０５：Ｎｏ）、ＣＰ
Ｕ３０５の制御下で、ＣＤＺから読み取られたＥＩコード５１ａを含むＲＭＤを、最新の
ＲＭＤとして、ＲＭＡに記録する（ステップＳ１０６）。具体的には、前述の図６中のＰ
Ｒ情報５０ｃ中のデータ位置の９１番目にＥＩコード５１ａをコピーするようにしてもよ
い。
【０１３５】
　次に、ＣＰＵ３０５の制御下で、最新のＲＭＤに含まれるＥＩコード５１ａ、及び、Ｐ
ＲＩコード５１ｂから、ファイナライズ処理の際に緩衝用データを記録する必要のあるエ
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リア（例えばリードインエリア、リードアウトエリア、及びミドルエリア等）の位置が把
握（特定）される（ステップＳ１０７）。
【０１３６】
　他方、ステップＳ１０５の判定の結果、再生されたＲＭＤにおいて、ＥＩコード５１ａ
が記録されている場合（ステップＳ１０５：Ｙｅｓ）、前述したステップＳ１０６は省略
される。また、他方、ステップＳ１０１の判定の結果、光ディスクが挿入されない場合（
ステップＳ１０１：Ｎｏ）、再度、光ディスクが挿入されたか否かが判定される（ステッ
プＳ１０１）。
【０１３７】
　（２－２－２）プリ記録処理
　図１０に示されるように、レーザ光によるプリ記録を行う処理（以下、適宜「プリ記録
処理」と称す）においては、先ず、ＣＰＵ３０５の制御下で、ホストコンピュータから、
プリ記録処理を開始させる、例えばプリライトコマンドが発呼されたか否かが判定される
（ステップＳ２０１）。ここで、プリ記録処理を開始させるプリライトコマンドが発呼さ
れた場合（ステップＳ２０１：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０５の制御下で、最新のＲＭＤに含ま
れるＰＲＩコード５１ｂから、ファイナライズ処理の際に緩衝用データを記録する必要の
あるエリア（領域）のプリ記録を開始するアドレスに関する情報が取得される（ステップ
Ｓ２０２）。他方、ステップＳ２０１の判定の結果、プリ記録処理を開始させるプリライ
トコマンドが発呼されない場合（ステップＳ２０１：Ｎｏ）、再び、コマンドの発呼を待
つ。
【０１３８】
　次に、ＣＰＵ３０５の制御下で、ＣＤＺに予め記録されているＥＩコード５１ａが読み
取られ、読み取られたＥＩコード５１ａに基づいて、（ｉ）リーダブルエンボスピットか
ら記録クロックを生成するように、記録クロックの生成処理を切り替える位置と、通常の
通り、ランドプリピットから記録クロックを生成するように、記録クロックの生成処理を
切り替える位置とに関する情報が取得される。加えて、（ｉｉ）例えば再生エラーが発生
しやすい、アンリーダブルエンボスピットが形成されたエリアの位置に関する情報が取得
される（ステップＳ２０３）。仮に、当該情報記録媒体が、他の情報記録再生装置に挿入
された場合、最新のＲＭＤを読み取るだけではリーダブルエンボスピットで形成されたも
のであるか、情報記録再生装置によって、あとから緩衝用データが記録されたものである
かを判断することはできない。これに対して、本発明では、ディスク製造メーカーが予め
記録したＣＤＺから読み取られたＥＩコード５１ａに基づいて、（ｉ）リーダブルエンボ
スピットから記録クロックを生成するように、記録クロックの生成処理を切り替える位置
と、通常の通り、ランドプリピットから記録クロックを生成するように、記録クロックの
生成処理を切り替える位置とに関する情報が取得される。加えて、（ｉｉ）例えば再生エ
ラーが発生しやすい、アンリーダブルエンボスピットが形成されたエリアの位置に関する
情報が取得される。
【０１３９】
　次に、ＣＰＵ３０５の制御下で、例えば緩衝用データのプリ記録が実行される（ステッ
プＳ２０４）。
【０１４０】
　次に、ＣＰＵ３０５の制御下で、ＰＲＩコード５１ｂの更新を行うか否かが判定される
（ステップＳ２０５）。ここで、ＰＲＩコード５１ｂの更新を行う場合（ステップＳ２０
５：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ３０５の制御下で、ＰＲＩコード５１ｂの更新処理が行われる（ス
テップＳ２０６）。また、他方、ＰＲＩコード５１ｂの更新を行わない場合（ステップＳ
２０５：Ｎｏ）、そのまま終了する。
【０１４１】
　（２－２－３）ＰＲ情報の更新処理
　図１１に示されるように、ＰＲ情報５０ｂ（５０ｃ）の更新処理においては、先ず、Ｃ
ＰＵ３０５の制御下で、例えばホストコンピュータから、ＰＲ情報５０ｂ（５０ｃ）を更
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新させるコマンドが発呼されたか否かが判定される（ステップＳ３０１）。特に、ＣＰＵ
３０５が、所定のタイミングや所定のイベントに対応して、自らこの判定を行うようにし
てもよい。
【０１４２】
　次に、ＣＰＵ３０５の制御下で、プリ記録が行われたエリア（記録領域）の開始アドレ
ス、及び終了アドレスが取得される（ステップＳ３０２）。
【０１４３】
　次に、最新のＲＭＤに含まれるＰＲ情報５０ｂ（５０ｃ）に有されるＰＲコードが更新
されると共に、新しくプリ記録が行われたエリア（記録領域）の位置を示す開始アドレス
、及び終了アドレスが追加され、最新のＲＭＤとして、ＲＭＡに記録される（ステップＳ
３０３）。
【０１４４】
　この結果、情報記録再生装置は、更新された最新のＲＭＤに含まれるＥＩコード５１ａ
、及び、ＰＲＩコード５１ｂから、ファイナライズ処理の際に緩衝用データを記録する必
要のあるエリア（例えばリードインエリア、リードアウトエリア、及びミドルエリア等）
の位置が把握（特定）される。
【０１４５】
　尚、上述したＰＲＩコードやＰＲ情報５０ｂ（５０ｃ）の更新処理は、情報記録再生装
置における、例えばメモリ等の記憶手段の上で行われて、例えば光ディスクの排出時に、
ＲＭＡに記録されるようにしてもよい。或いは、情報記録再生装置によって、更新が行わ
れる都度、光ディスクのＲＭＡ上において、直接的に、ＰＲＩコードやＰＲ情報５０ｂ（
５０ｃ）の更新のための記録が行われるようにしてもよい。
【０１４６】
　（３）本実施例の作用効果の検討
　次に、図１２及び図１３を参照して本実施例の作用効果について検討を加える。ここに
、図１２は、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの内周側及び外周側におい
てリーダブルエンボスピットが形成されたエリアを図式的に示した模式図である。図１３
は、本発明の情報記録媒体の実施例に係る光ディスクの内周側及び外周側においてリーダ
ブルエンボスピットが形成されたエリアと、アンリーダブルエンボスピットが形成された
エリアとを図式的に示した模式図である。
【０１４７】
　一般的に、例えば、ＤＶＤ－ＲＷ　ＤＬ（Dual Layer）では、図１２及び図１３のグレ
ー部分に示されるエリア（領域）において、リーダブルエンボスピットを形成することが
可能である。このリーダブルエンボスピットが形成されたエリアにおいては、リーダブル
エンボスピットとランドプリピット（LPP：Land Pre-Pit）との干渉による影響を低減す
るために、リーダブルエンボスピットが形成されたエリアにおいては、ランドプリピット
は重畳されない。従って、例えばリードインエリア、リードアウトエリア、又はミドルエ
リア等の緩衝用エリアにおけるリーダブルエンボスピットが形成されたエリアの一部に隣
接するエリア（Groove area）において記録を開始する場合、次のような技術的な問題点
が生じてしまう。即ち、隣接するリーダブルエンボスエリアにおいてはランドプリピット
が形成されていないため、その直後の記録可能エリアにおいて記録を開始する時点ではラ
ンドプリピットから記録クロックを生成することは技術的に困難となってしまう。
【０１４８】
　そのため、次のような２つの手法が一般的に提案されている。即ち（ｉ）例えばリード
インエリア等の緩衝用エリアに形成されたリーダブルエンボスピットから記録クロックを
生成する手法が提案されている。或いは（ｉｉ）現行のＤＶＤ－ＲＷのように、例えばリ
ードインエリア等の緩衝用エリアに形成されたリーダブルエンボスピットに隣接するエリ
アにおいては、ランドプリピットを重畳することが可能なアンリーダブルエンボスピット
（Unreadable Emboss Pit）が形成されたエリアを設ける手法についても提案されている
。ここに、本実施例に係る「アンリーダブルエンボスピット」とは、情報記録再生装置に
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よってトラッキング制御を行わしめることを目的とし、アドレス等の情報を保持しない、
リーダブルエンボスピットと比較して凹凸の小さいピットのことである。
【０１４９】
　これに対して、本実施例に係る光ディスクにおいては、本発明の所定の記録エリアにお
いてエンボスピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報を含む管理情報が記
録可能であるので、次のような例えば４つの効果を享受することが可能である。
【０１５０】
　１つ目の効果としては、前述した（ｉ）の手法を採用した場合、先ず、リーダブルエン
ボスピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報（前述したＥＩコード５１ａ
）が、情報記録再生装置によって取得される。次に、当該情報記録再生装置は、リーダブ
ルエンボスピットが形成されたエリアの位置等を把握（特定）できるので、リーダブルエ
ンボスエリアの直後に位置するエリアに記録する場合に適切な記録クロック生成処理を行
うことができる。即ち、リーダブルエンボスエリアの直後に記録する場合は、その少し前
のリーダブルエンボスエリアにおいて、ランドプリピットの代わりに、リーダブルエンボ
スピットから記録クロックを生成するように、記録クロックの生成処理を切り替える（図
１２中の白抜きの矢印を参照）。具体的には、図１２（ａ）中のＬ０層におけるBuffer z
one 0の終了端、及びＣＤＺの終了端、並びに、Ｌ１層におけるリードアウトエリアの途
中、図１２（ｂ）中のＬ０層におけるミドルエリアの途中、並びに、Ｌ１層におけるミド
ルエリアの終了端まで、リーダブルエンボスピットから記録クロックを生成するように、
記録クロックの生成処理を行う。
【０１５１】
　その後、記録が実施されるリーダブルエンボスピットが形成されていないエリアに入っ
たら記録を開始し、それと同時にリーダブルエンボスピットの代わりに、通常の通り、ラ
ンドプリピットから記録クロックを生成するように、記録クロックの生成処理を切り替え
る（図１２中の黒塗りの矢印を参照）。具体的には、図１２（ａ）中のＬ０層におけるRW
-Physical format information zoneの開始端、及びExtra Border Zoneの開始端、並びに
、Ｌ１層におけるリードアウトエリアの途中、図１２（ｂ）中のＬ０層におけるミドルエ
リアの途中、並びに、Ｌ１層におけるミドルエリアの終了端から、通常の通り、ランドプ
リピットから記録クロックを生成するように、記録クロックの生成処理を切り替える。こ
のような記録クロックの生成処理を行うことにより、リーダブルエンボスエリアの直後に
位置するエリアに適切な記録を行うことが可能となる。
【０１５２】
　２つ目の効果としては、例えば、前述した（ｉｉ）の手法を採用した場合、先ず、リー
ダブルエンボスピットが形成されているか否かを識別する第１識別情報（EIコード）が、
例えば情報記録再生装置によって取得される。次に、情報記録再生装置は、リーダブルエ
ンボスピットが形成されたエリアの位置と、このエリアに隣接するアンリーダブルエンボ
スピットが形成されたエリアの位置とを把握（特定）できる（図１３中の黒塗り部分を参
照）。従って、仮にアンリーダブルエンボスピットが形成されたエリアにおいて、例えば
再生エラーが発生しアドレス情報を取得できなかった場合でも、情報記録再生装置は、こ
のエリアにおいて発生する再生エラーを予見して無視する等のフェイルセーフ処理を含む
記録再生動作を実現することが可能となる。
【０１５３】
　３つ目の効果としては、例えば情報記録再生装置は、リーダブルエンボスピットが形成
されているエリアを検索するためのＲＦサーチや、ＬＰＰサーチを行う必要が殆ど又は完
全にないので、それらのサーチに要する時間を、記録再生処理から省略することが可能と
なる。仮に、例えばＤＶＤ－Ｒ　ＤＬ等の情報記録媒体においては、エンボスピットが形
成されているか否かを識別する第１識別情報を含む管理情報は存在しない。よって、従来
技術においては、記録クロックの生成処理を切り替える位置や、記録情報を読み取ること
ができないと共に、アンリーダブルエンボスピットが形成されている読取不能エリアの位
置を把握（特定）するためには、情報記録再生装置自身が、当該情報記録媒体において、
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例えばＲＦ信号を取得できるエリアを検索するＲＦサーチ、及び、例えばＬＰＰ信号を取
得できるエリアを検索するＬＰＰサーチを行う必要が生じてしまい、それらのサーチにた
めの時間が余分に発生してしまう。
【０１５４】
　これに対して、本発明では、本発明の所定の記録エリアにおいてエンボスピットが形成
されているか否かを識別する第１識別情報を含む管理情報が、例えば情報記録再生装置に
よって取得可能であるので、ＲＦサーチや、ＬＰＰサーチを行う必要が殆ど又は完全にな
いので、それらのサーチに要する時間を、記録再生処理から省略することが可能となる。
【０１５５】
　４つ目の効果としては、例えば情報記録再生装置は、前述した管理情報に含まれる第２
識別情報（ＰＲＩコード５１ｂ）に加えて、本発明の第１識別情報（ＥＩコード５１ａ）
を把握することで、ファイナライズ処理の際に、リーダブルエンボスピットが形成された
エリア、及び、レーザ光によるプリ記録が行われたエリアを識別しつつ、緩衝用データを
記録する領域を迅速且つ的確に把握（特定）することが可能となる。具体的には、第１識
別情報に基づいて、ディスク製造メーカーによってエンボスピットが形成され緩衝用デー
タの記録する必要のない領域を把握（特定）することが可能である。加えて、第２識別情
報に基づいて、情報記録再生装置によって例えばプリ記録処理によって緩衝用データが既
に記録され、ファイナライズ処理の際に緩衝用データの記録する必要のない領域を把握（
特定）することが可能である。以上の結果、当該情報記録媒体のファイナライズ処理に掛
かる時間の大幅な短縮や、より効率的な短縮を実現させることが可能となり、ユーザは、
ファイナライズ処理において、より大きな快適性を体感することが可能となる。
【０１５６】
　（４）情報記録媒体の第２実施例
　次に、図１４を参照して、本発明の情報記録媒体の第２実施例に係る単層型光ディスク
の詳細構成について説明する。より具体的には、図１４を参照して、単層型光ディスクの
データ構造、該光ディスクの記録領域におけるＥＣＣブロックを構成する物理的セクタ番
号等のアドレス、並びに、該光ディスクの記録又は再生手順について説明する。ここに、
図１４は、本発明の情報記録媒体の第２実施例に係る単層型光ディスクのデータ構造及び
該光ディスクの記録領域におけるＥＣＣブロックを構成する物理的セクタ番号等のアドレ
ス、並びに、該光ディスクにおける記録又は再生方法を示した概念的グラフである。尚、
図１４中の縦軸は、例えば１６進数で表現されたセクタ番号等のアドレスを示し、横軸は
、光ディスクの半径方向の相対的な位置を示す。
【０１５７】
　図１４に示されるように、本発明の情報記録媒体の実施例に係る単層型光ディスク１０
０ａは、図示しない透明基板に積層された記録層を備えて構成されている。記録層には、
内周側から外周側にかけて、インナーディスクテスティングエリアＩＤＴＡ、レコーディ
ングマネージメントエリアＲＭＡ、リードインエリア１０１、データエリア１０２、リー
ドアウトエリア１０３、アウターディスクテスティングエリアＯＤＴＡが設けられている
。尚、ＩＤＴＡ、及びＯＤＴＡ内の矢印は、パワーキャリブレーションのために記録領域
が消費されていく方向を示している。
【０１５８】
　上述した実施例では、情報記録媒体の一具体例として、例えばブルーレイ、赤色ＬＤ光
、又は赤外光等のレーザ光によって記録又は再生が可能な、２層型、単層型の光ディスク
について説明した。加えて、本発明は、例えば、３層以上の記録層を備える多層型（マル
チプルレイヤ型）の光ディスクにも適用可能である。更に、他の高密度記録或いは高転送
レート対応の各種の情報記録媒体にも適用可能である。
【０１５９】
　また、上述した実施例では、情報記録装置、及び情報再生装置の一具体例として、例え
ば２層型や単層型の光ディスクに対応した情報記録再生装置について説明した。加えて、
本発明は、例えば、３層以上の記録層を備える多層型（マルチプルレイヤ型）の光ディス
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クに対応した情報記録再生装置にも適用可能である。更に、他の高密度記録或いは高転送
レート対応の各種の情報記録媒体に対応した情報記録再生装置にも適用可能である。
【０１６０】
　本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読
み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を
伴う、情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、コンピュータプロ
グラムもまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１６１】
　本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、並びに、
コンピュータプログラムは、例えばＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＢＤ（Blu-ray 
Disc）、ＣＤ（Compact Disc）等のレーザ光を照射することによって記録及び再生が可能
な光ディスクに利用可能であり、また当該情報記録媒体の記録装置及び再生装置に利用可
能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器に搭載される又は各
種コンピュータ機器に接続可能な情報記録装置及び情報再生装置等にも利用可能である。

【図１】 【図２】
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